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1.はじめに

会議グル}ブの世界鋭撲での展開と海外取引の議的増加・複雑化の進展によ

り、間境を跨るグループ内攻引から生ずる移転錨絡の問題は、多戸i籍企業グル

* ヌド稿は、未公表の別稿(主主文)の邦訳に若干の修正を加えたものであるが、英文阪綴の

紋空襲に当たって邦語文献を議事燃・引用していないため本総においてもその引用がない。災

コ主主主務の執筆に際し、 1事総塁走擦を含めて、 RonaldPearlm皐説、 StevenWrappeその総のジ滋

…ジタウン大ローセンターの各教授、並びにRyan註Tho滋喜怒氏よち有益なコメント及u王子

ボートを頂いた。こここに護送して義義務したい。本穏において2託された意見は著者の悩人約見

解であ号、全ての言語ち及u不.iE殺さはさま者の責任に?請するのなお、本研究は、手十紛f撃を

なお53004)の効耳立を受けたものマある。
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論議(飯守〉

}プが蕊泌する議事芸~穏税潤題のーっとなっている。向雲寺に、移転係務税務jは、

課税ベースの飽関への流出を防止することにより自国の課税権を機保するよで

諜税当局にとっても重姿な意義を有している。

IC米国内閣議入法)482条は、関連納税務の奥の課税所得を決定することに

より、関連納税務を非関連納税者とタックス・パリティに置くものであるJ1)。

このように券関迷納税者の取引価格号撃を参照して移転価絡の算定を行うル…ル

は、独立食業原則 (arm'slength standard) と呼ばれる。独立企業関係務喜子繁

走するための主主体的な方法は、移転係格算定方法として482条に暴づく財務会雪

規認に規定されている九また、同規則及び内燃歳入手続は、対応的調整3)、

並びに、内簡裁入rj'による過去の移転価務調殺を解決し又は将来の移転倒格調

整を闘避しもって二葉諜税を排除するための、事前確認、制度 (APA)4)及び租

税条約に基づく相互協議手続5) を定めている。このようなメカニズムが導入

されることによって、移転価格税制はこれまで合理的に機能しているように滋

われる。

しかし、移転俗務の陪惑は、依然として、租税問題の中でも複雑で難しく

論理的ですらあると a 綾に受け止められている。その総菜、移転価格税制の抱

える欠陥を完自認するために、定式配分(tonnularyapporuonment)のような代

替方法が捻袋容れてきた。こうした文脈の lどで、 MichaelDurstは、現行制皮

1) Treas. Reg. ~ 1.482 -1 (aXJ). 

2) 現行内閣室長入総482粂の前身である1845条は鴎総長手造業入法により導入されたが、務総

価格にmIする財務翁淑郎は、 1事34年歳入法の下、 1告351f.1こ初めて号認定された。しかし、
1935年射殺袋線郎(ぬg.86 (1935)) 45 -H長(b)1こは、比率支対象取引を務渇するという点受

像き、独立会多襲撃喜級車告がどのように決定されるべきかについて呉体釣な記述はなかった。

財務省が例会議長誌を設立.iEし移転綴格算定方法(独立f脱線上主主事淡いomparaちle註担controlled

price methoてi入隊員長ぎ官僚格認準法(resaleprice n施設lOd)、長支{阪まま準法Ccostplus methodl 

及び特定されない方法 (unspeci丑edme也od))を緩めたのは1968年である。

3) Treas. Reg.奇1.482寸 (gX2).

4) Rev. Proc. 91ω22， 1991-1 C.B. 526. 

5) Rev. Proc. 70 18， 1970 -2 C.B. 493. 
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米閣移転価格税制5の検討と

の改革が必要である理由として次の点を指摘する。郎ち、コンブライアンスと

執行に係る膨大な費用、総務遣すと内滋歳入!Tの議論におけるポジションの議縁、

予測不可能であるが放の納税務ボジシ沼ンの不確実性、コンブライアンスのた

めの明確な基準の不存在、調査、上訴、相京協議の交渉 (APAを念仏)及び

訴訟によって決定される連邦議入の院議d、税務実務の質の低下をもたらす議

論の多さ故の妥協の必要性、立金ぴに意義税ないし慢税率国への所得移転を統制す

る複雑さである 6)0 Yariv Braunerも、 Jこの制皮はコンブライアンス及び執行

，に多大なコストがかかり、・…・・非常に不正確で、通常のグループ内海外取引をと

(行う納税者に対して人為的な不利益会与えるjと批判する 7)。

定式配分は受入可能な代替案と考えられるべきではないが、その一方で、滋

在の移転価格税制の制度・執行に闘するよ記のような議論や批判を滋まえれ

ば、移転価格に演する方策について執行ょの観点から更に改善を加える余泌が

依然として残されているように思われる。丹滑な税務執行のためにはコンブラ

イアンス・コストの部減が一般的に必繋であるが、移転価格の特異な性格に鑑

みれば、この呂的に、より一層焦点を2当てることが必要となる。即ち、第1に、

絡毅かつ透明性のある方法での移紙倣

るそ予予j測刻官可J能特性aを確保するための1枠傘縦みの3猿獲備、第3に、企業が取引に係る独ーな

金業関価格を白ら算定できるような文襲撃化その他の内部プロセスの推進8)、第

4に、可能な限りの経済的ニ議議税の排除である。現行制度の見直し会行う

で最も重要なことは、移転価格税制会科察関係キ号、別けても納技者にとってよ

り理解可能なものとし、もって納税務の482条へのコンブライアンスを務島な

らしめることである。

本務t立、 1986年税制改革法必による妥結条の改正、 1988年移転価格a

(以下 f告書まjという。)10ヘ1992年競烈災11l、 1993年暫定規則 12)及び1994年

6) See， Michael C. Durs土，AStatutoηI Protosal必ずUぷ Tra匁名作タP打・ci:匁gRelorm， 46 TAX NOTES 

Im-'L 1041， 1044 -45 (2007). 

7) Yariv Brauner妻ぬluein the Eye 01 the Beholder: the Valuation olIntangibles lor Tra悶ifer

ルicingpuゆoses，28 VA. TAX REv. 79， 103 (2008). 
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論説{飯守}

議終規則 13) (以下、後三三者受集合的に f-速の改正銀則Jという。)をな考

察対象とし現行の移転鮪格税制に関連する詰害復的問題及び同制度の主~部分

に対する改善提案を取り扱う O

とりわけ、本稿では移転価格算定方法(独立企業開レンジ (arm'事 length

range) を含む。〉及び緩波方法原刻 (bestmethod rule)一一郎ち、他のいか

なる移転価格算定方法よりも器類可能な独立企業鴻給系をもたらす単一の移転

銭務算定方法の特定を妥求するルールー-1こ焦点告とてる。規定された移転鯨

8) 内閣歳入庁は次のように述べている。

I~刻的には、納税者は:íÍ':芦韓関取引からの課税所得を綴命令，Q問的のために独立企業JJi{剣

そ3窓会長重に入れることはなかゥた。内閣議)J庁の欝査官が申告含蓄撃を議ヨ差したところ、毒事事長級

絡の適切さを説明するための分析や文書こが存在しないことが判明するのが一義宣言きであっ

た。災際、続税者i立、取引が行われてから何年も縫って、言議去をの滋程で初めて移転{送車義務

芸警に没書室を払うに遜ぎなかった。j

ms， Report on the Applic証柱。na註dAむ!UnIsな耳目onofSec説。n482，わ必.3218，at2 -4 (1999). 

See αlsoτreasury Department， A Study of Intercompany Pricing under Section 482 of the 

Code， 1988 LR.B. LEXIS 3758， at 23 [hereinafter White Paper J .移転価格白書は、移転倣格

の算定に際して納税者が胤いた比較対象取引、収主長率、 flJ幾分刻又はその他の情報悲しく

は分析に係る参考資料会作成;及び保存し、自身の申告と内協議入庁の滋査に利用可能なら

しめることを求めるi奇襲寺;文機化幾刻の必要性を強議した。また、終絞殺が企業総取引を針

燃するに際して比較対象取引その後のi零時情報に後援しなかったこと、及びそれにもかか

からず当初送択された宅事業主{務総に議室もiltくなるような取引や多喜怒方法なら何でも見つける

ことによって自分のポジションを妨害難したことを深刻な限緩であると考えたのである。

告 Pub.L.99-514 (1986). See aゐoH.R. Conf. Rep刷 N札 841，99th Cong.， 2nd Sess. II -638 

(1986)手reprintedin 1986 U.S.C.CA.N島 4075.

10) See supra note 8 

11) Treasury Department， Intercompany Transfer Pricing and Cost Sh副 ngRe伊 la註onsunder

Sec説。n482， 57 F.R. 3571 (1992). 

12) ヌド務において 1993年欝定先延長UIま次のものをおす:Tre珪suryDepar絞lent，Intercornpany 

Transfer Pricing Rεg必I泌総総長erSec註on482， 1993 1訟法XIS2157 (1993); and Tr田 sury

Dep紋滋泌総， Intercompany TransおrPricing Regulations under Section 482， 58 F.R. 5310 

(1約3)。後者の文書には主定員E型軽も含まれるため、特に 119宮3王手まぎ定ま草剤・規則案」として

される。

13) 59 F.R. 34971 (1994). 
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米露言移転f遂事各税緩め絞殺と務ご子の提言

格算定方法i土、 1980年代後半から 1990年代前半にかけて行われた穏々の主要

な改革を通じて修lEが加えられたものの、なお少なからぬ弱点及び欠点を有し

ている。そのような欠点は今日に32っては当然のことと考えられているため、

こうした問題令符検討ナる必要性が強謝されるべきである。問機に、所得相応

性基準 (commensuratJ号訴設1income sぬndard)も移転鋳務費支芝方法に沿って晃

産されるべきである。毒事後的 (extost) アブロ}チ 移転錨絡の文主張では後

知車、 (hindsight)の使用一ーについては、ぞれを確立し所得相応性碁準から

独立させ得るとともに、同様のアブロ…チに従って費用分担契約規則とともに

異なる方法で爽際に適用され得ょう。ペナルティについても、納税者コンブラ

イアンスを高めるため、その免除のi:iJ能性について再考すべきである。

本穏では、政において移転価格繁定方法と最適方法原踏を液り土:げ、 80年

代及び90:q::ftの移転錨格競鋭に関する税縦波寧について評偲令行い、現行制

度の重要な側首討について積極箇も消綴聞も明らかにした!こで、 mにおいて、発

生する潜在的な問題に対処するための新しい方法についての様策会略述する。

Wにおいては、所得相応性基準、ペナルテイ及びセットオフから主主ずる潜在的

な問題とアプロ…チの提案について述べる。 Vで締め括りを行う。

豆.移転鍾格税畿をめぐる韓制改革の概観

1 19861手税制改革法から 1994年緩終規則までの税制改革

移転価格税制の膝史にぷされているように、独立企業原則の執行に当たって

の最大の隊警は、企業関取引の当事者の…方が手ぎする無形資践の存在一一これ

は典型的には適切な比較対象取引の欠如につながるーーであり、実際、内毘歳

入庁はこのために多くの課税事案で敗訴した 14fo 無形資産会務係するよでの

困難住は次の二つの倒産長に共通釣に表れている。即ち、無形資濃の使用に係る

独立企業開対悩…一通常はロイヤjレディの形態でなされる一一及び、無形資産

14) See Reuven S. AviωYonah， The Rise and Fall 01 A丹n詮Length:A StuめIin the Evolution 01 

U.S. International1門献鈎初， 15VA. TAX REv. 89，112ω29 (1995). 
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論議{絞守)

の譲渡に係る独立企業開対側一一通常は一括払いの形態でなされる一ーの決定

である。いずれの場合においても、独立企業関価格の決定は最終的に無形資産

の経済的価値をその潜在的収益性と比較して測定するという問題に滞緩する

が、移転悩絡の文援において銭形資産を妻子錯する決定的な方法i土谷殺しな

い 15)。このような状況の下で、議会、取務省及び内医i歳入庁は、直接的であ

れ間接的であれ無形資産を評価し、比較対象取引の欠如に関連する開踏に対処

するため、次の三つのアプロ…チを採用した。即ち、伝統的取引法における比

較可能'性の緩和、利益法の導入、及び最適方法線則の導入である。

的伝統的取引法における比絞可能'監の緩和

無形資滋関連取引の独立企業間対舗を決定する淑想、約な方法は、もし適用可

能である場合には、無形資2設については独立取引比漁法、また、商標理事の膿込

み無形資主義については独立価格比準法である 16)。これらの方法が適よね諮問ちで

いかなる設爽議整も要しない繰り、こうした無形交濃の独立企業関錨絡は券関

連考濁綴絡会参照してき動的に評徹される。ぞれゆえこれらの方法を適よ認する

15) 無形望者畿の経済的価値は一般にγーケット・アブロ…チ、コスト・アブローチ3とはイ

ンカム，アブローチによって織主主される。マーケァト・アブローチは、市場建参加殺がそう

あるべきと籾駁した内容のコンセンサスを得ることによってき事室長後主主の現在書記、{穫を誤oJさす
る1J淡である。コスト・アプロー71立、対象資産の才守主主役道警の巧言語牲を置き換えるのに袋

求される-r:あろう金銭の価額を算案タることによって所務総の将来便益を測定するもので

ある。インカム・アプローチは、新しい資獲の構築や創~に係る費用から一歩離れて、当

該資援が収主舎を生み出す可能性の対側に焦点を当てるものマある。 GORDONV. SMIT践&

RUSSEIL L. PARR， VALUATION OF 加官LLEcruALPROP即 YAND INTANGIBL罫AssETS153ω54 (fohn 

Wiley & Sons， Inc. 2d ed 1吉94)ー委主立係争各比準法及び数立高記事i比準法令。mparable総 C。註鋤

trol1ed tr説話組C話。nme註lOd)I立、-数量きには独立企業主ま黙と後会喜きであるマーケット eアプ

ロ}チに綴滋Tるところ、 Braun母rl立、所得相応性さま燃の482言語への導入について、マー

ケァト・アプローチ1::基づく紛援にインカム・アプローチそ毒事入するものであるとの見方

を示している。 Brauner，supra note 7， at 102. 

16) 財務翁規則 S1.482 -3(f)は、填め込み無形資産における隣係iV-}レの調整に苦言及してい

る。無理予撃を療の譲渡については、 seeg僻 erallyτreas.Reg.喜1.482-4.
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米関移転{脈絡税制jの検討と

上で、総連者認無形資残と券関連者間無形資主義との腐の比較可稔性が極めて重

要となる。

B舎は、比較可能性要件会緩和し、厳密な (exact)比較対象取引に加えて

非厳密、な Gnexact)比較対象取引を含めるよう提言言した 17)0 1992年規則梁は、

白蜜で提脅された厳密比機法 (exactcomparabl総 method)及び非厳務比漁法

(jnex証etcom戸 rablesmethod)の名称をそれぞれマッチング取引法 (matching

transacti∞method)及び調整可能取引よと準法〈ωmparableadjustめletransac鵬

tion泌氏初d) に改めた。識毅可能取引比準法はそれに議づドて得られた結果

について、よじ準利益幅 (comparableprofit interva})……独立企業関レンジの前

身である一ーによる義務的チぷツクを要求する一方、マッチング取引法の紡糸

にはその必要はない。このような差別的取扱いは算定結来の厳密性の将遂によ

るものであった。 1993塁手習読ま誌鎚は、非語専遠の比較対象猿引が殆んど利潟可

能でないことや 1992 年親祭Ij~誌に演して否定的なコメントがなされてきたこと

に銭J弘、この二つの葬定方訟を娘一の独立取引比準法に統合するとともに"f:x.

ツクを再三擦とした 18)。加えて、 1994年最終規則は、 1993年暫定規則よりも獲

に比較可能性を緩和した 1針。このように財務省次ぴ内原歳入庁は、比較可能

性の定義惑と広げることにより無形資産の評価と比較対象取引の入手の図選後段令

克服しようとしたのである。

(2) 利主義法の導入

米間会業が、自ら形成した無形資燦を外因子会社に無償若しくは不十分な対

17) White Paper， supra notε皐，絞141ω5私

18) r主義章U，撃に対するコメントi立、総務め禁定方法{マァチング級事i法}は狭滋ぎるとい

う点と、主主主事利益穏は、第2の害事ヌ主JJt;去{調整可能取引比滋淡}の下で得られた幸音楽につ

いての義務的チェックとすべきでないという点、を主張したJo1993 I.RB. LEXIS 2157 at 37. 

1吉) 例えば、 1993年暫定規則S1.482ω4T(C)(Z)(量)(A)(3)では、終形資援が f実質的に肉畿の

(substantially the same) J収後ii[能性を有すべきだとしていたが、 1994年最終規則s
1.482ω4(CXz)u量ii(B)(I)(叫においては、独立取引比準法の下で f費露骨誌のおimilar)J収議iif義整

役会手ますべきだとされている。
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議書t(室長宅デ〉

価で譲渡そ行うことーーとりわけその外酪子会社がjレ}テインの業務に従事す

るに過ぎない場合に一一ーに対して、議会はこれを抑止す崎ることに繰り返し強い

関心を示した 20)。白書は、こうした議会の関心に応えるべく、無形資産の静

価の必要性を路避するために基本的独立企業収益法 (basic桜τn'slength retum 

method)の導入を提言した。この鋒定方法は 19吉2年去延期案によって科主主比準

法 (comparableprofitmethod)と名称が改められた。

利益よじ君主法の使用は次の二つの段階を経て達成されるο 調H段階として、関

連企業の一方のみに着目する一一即ち、相対的に単純な機能を有し(通常はそ子

会社)、収議憾の高い無形資産を草子しておらず、ぞれゆえJレ…テインの経済活

動だけを行う食業である。これは、子会社によって稼得されるル}ティン利授

は当該子会社の資産や費用への投資を反決する通常の市場収援を通じてより容

易に決定'dれ得るためである。第2段階として、当該利主義以外の全ての残余手IJ

主主を他方の企業に配分する。これら合通じて、財務省と内閣歳入庁は、無形資

産によって稼得される米国i源泉の利授に係る租税を、これらの無形資産の評価

を行うことなく、確実に冨療に燥感売さしめたのである。

基本的独立会業収益法と利益比準法の格違点は、後遺ぎが禁定の対象を前ままに

おけるビジネスラインの市場収設から全体利益(部ち、ゆ後営業利益 (report叩

ed opera説ngincome))に拡大したことである 21)。こうして利益比準法は、た

とえ非関連会業の菜穂区分が概ね比較可能なものに過ざなくても、それが稼得

する営業利益会使用可能であるとした。同時に、 1992年規期案は上遂のとお

り比準利義~議会導入した。よ主準利益械は、 3年間における複数以上の合理的な

比較可能会3撃の災績に統計的分析を加えた結果からなるものを使用可能である

とした。もしゅ君子営業利益が輔の中に入っていなければ、その1隔の範囲内で議

も適当なポイントが選択された。比機利主義l隔は 1992年規則梁においては利益

20) 例えば、 fア隊法霊長のゆに記述された泌心i立、米E霊当事者から外E記号子会社、とちわけ総

税率の外協で業務念行う外E富子会殺にま守する重軽費予資産の譲渡iこ義母i議してき主じたjとされる。

1986 U.S.C.CAN. 4075， 472三

21) White Paper， S~仰 not~ 8， at 151 -52‘ 
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米包移転総務税務jの検討と若やの総務

比準法のみのために導入されていた(検証方法として胤いられる場合会除く)。

なぜなら、同算定方法が、比較可能性がより低く、算定対象が(上述のとおり、

ビジネスラインでなく余体利益と)より広い非関連当事務を沼いるからである。

しかし、 1993年暫定緩鄭は、独立会梁間レンジ〈比数字毒殺~高から名称愛媛さ

れた〉の適用対象をと拡大し、利益分説法 (profitsplit me役lOd)以外の余ての算

定方法に適用されることとした。これは、様々な算定方法が必ずしも独窓会業

関結果を正確に測定ナるとは限らず、二二以 i二の独立会議関価格がしばしば存殺

し、それゆえ単一の正確な結果を繋求することがこうした現実と整合告さではな

いと主張する、 1992年規員立案に対するコメントを考殺したものである銭。

こうした改正は、内国歳入庁がアウトバウンドの事綴に対処することを符易

ならしめることを企図するものであったが、利益分割法の重要な構成繋繁の…

っとして利益比慾法を用いる残余利議分割法 (residualprofit split r配 thod)が

導入されたことにより、内思議入ITは、例えば、外国企業の米国子会社が米国

内でマーケティング無形資産を形成するようなインバウンドの事案にも対処す

ることが可能となった 23)。

(3) 最適方法絞剣

1993年暫定鋭郊の序文は、 1968年以来維持されてきたヒエラルキ}を綴放

する喫自について次のように説明する。

「厳密な比較対象淑引の場合を除券、会ての算定方法の下で得られる結夕食が

よじ準利益幅の範関内に入らなければならないとする要件を践すことは、和主主比

勤務法に対し、再販党側格基準・法などのより伝統的な耳文芸!ベースの算定方法と淘

毒事かそれ以上の優先伎を与えることになるとの見解の十日こ、そうした要件を批

判するコメントが多かった。利益比滋訟にそのような潟い水深の優先性を与え

22) See 1993 IRB LEXlS 2157， at 22菅

23) 代表例の一つがGla:xoS誠治犯i珪e察後吃?あるo See， e.g.， 2005TNT 114-15， 200告TNT

176.-6. 
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論説(叙守)

ることは独立企業療関と整会的ではないと感とるコメンタ〕も多かった。J24) 

客観的に見れば、利投j主主挙法が比較可諮牲において俄の算定方法に劣後して

いることは財務翁友び内国歳入庁にとうても明白であったに違いないが、にも

かかわらず、比較対象取引の欠如に対処するために利主義比準法及び比準利益幅

の導入が不可欠であったため、その代わりにヒエラルキ…を廃止せざるを得な

かったのである。

(4) 貌制改革の滋議

このような改三容の議議会どのように考えるべきであろうか。自警及び一連の

改正規溺に対する擦な批判の一つは、独交取引よ七泳法、利益よじ準法、残余利

益分割法、独立会索開レンジ及び所得桔応性築準(後述IV.1参照)の導入は伝

統的な独立食業原則を拡大するもの、あるいは、ぞれからお離するものである

と論じている紛。本稿は、ぞれとは対照的に、これらの改築がイ云統的な独立

企業原則の下で採用されるアプローチを変更したに過さ十抗それゆえ依然とし

て独立企業庶民りから治離するものではないとする立泌をとる。

他方、この改革が次の点において移転価格のコミょたニティ内で形或されてき

た多くの禁忌を絞るもの?もあったことはより注臨に依する。話予ち、号経済学

的理誌の利用、ヨさ独窓会業総レンジの導入、金級事i単位から金業単位への移行、

香比較可能性の緩和、苦手ヒエラルキーの撤廃であるo 以…ドにおいて、各問題の

詳細、並びに、この改築と 1995年 OECD移転価絡ガイドライン (2010年に大

24) 1993 IRB LEXIS 2157， at 10. 

25) Avi -Yonah は、闘機が1988年に出される時までに、是正に数友会重量販到の伝統的な綴念

が時代遅れになり、新規則は(単に棺桶の釘を強化したに量生ぎないjと護士科している。

Avi -Yonah， supra note 14， at 95.また、 Durst& Culbe災関践は災なるアブローチを採号、白

書及びー速の改正淡獄{祭j幾分総波及(f費用分鐙契約意義滅後fきか。}によって拡大された

独立企業主主射を[ジ器イント・ベンチャ}・モデルJ1えび rマァチング童話翼むと君主してい

る。 SeeMiむ:haelC. Durst 6主食obertE. Culちertson，Clearing Away the S僻 d:Retrospective 

Method注 側dProspective Docu郡部俗的匁 inTra出;ferPrici問gToday， 57 TAX L REv. 37，宮9-104

(2003). 
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負担E器移転{適格税約の主主義すとき5干の提言

椋な改正が行われた。以下 rOECDガイドライン」という。)との関係につい

て検討する。

第1に、利益比準法と平服部子世法一一残余利凝分説法を逮じてーーは、それ

まで企業会計ルールに1l.B怒してきた独立企業滋郊にミクロ経済学理論と経済学

的アブロ}チを採用した。白書は、経済的利潤が長期的にゼロとなるという考

え}j26)を採用し、「分析対象の産業が競争的で製造の要素が問紫かつセクタ」

闘で流動的である限りにおいて、『経済的J利i関、『超過』利潤錯しくは F正常

を上回るi利潤は長期的にはゼロとなるjと強調し 2号、そのj二で f関連当挙

者は対応する券関連当者答者とi湾と総課税所得をど得るjと結論付けた滅。更に、

独立会桑原郊との関係について、白書は、 f伝統的アプローチはf授業の『生産j

が市場において命ずるであろう『価格jを求めるのに対し、代議事的アプローチ

は会殺の『要素Jが市場において稼得するであろう『収益』の決定を求める。

河アブローチはともに独立企業原鄭の基本的なゴールと整会的であるJ29) こと

を強識した。こうしたアブロ…チの切らかな人為性と国際的コミュニティから

のさき紛の批判にもかかわらず¥米冨は、 1995俸のOECDffイドラインの制定

において、利主主比準法と爽紫的には同じである取引単位営業利益法 (transao刷

tional net margin method) という新しい算定方法をそのコミュニティに受け入

れさせることに成功した滅。

第2に、独立企業関レンジの概念は、 1992匁き延期案に規定されたように、基

本的独窓会業収益法の低級性を高めるため、複数の非厳密な比較対象取引が受

26) N. GREGORY M釧隠w& MARK P. TAYI.QR， MICRO草CONOMICS351 (Cengage I..earning EMEA 

2006)は、次のよ号 i二述べている。

f霊長お金雪震がある製品の主草委主の奴究者であって類似する代務&がない場合には、その独占

f左翼撃は笈英語約}こも.iEイ債の豪華淡的利絡を得ることがマきる。それと対照的に、数点的競争市

務へのI3E長な参入がある場合には、この種の市場における企業の経務的利潤はゼロへと追

いやられるJ

27) White Paper， supra note 8， at 128. 

28) Id. at 127. 

29) Id. at 130 (emphas泌総de必需
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議論説〔叙守)

容安7援となるように導入された。ミクロ経済学理論とともに、問分伎レンジに

代表される記述統計のアブローチが独立企業原郎に導入されたのである。この

ことは、財務省及び内包歳入庁が、関連取引と非関連取引との関の鷺安な差異

の夜織的な識別と計量化'a:'断念し、「ぞれら〔重要な蓋奥〕が統計的レンジの

使別会巡じて防接的に考慮されるべきJ31)ことを重要求したことを意味しよう O

にもかかわらず、 OECDガイドラインは独立企業関レンジをど公認しお、国際

的コミュニティも一般的にはそれを受け入れることとなった。

第3に、取引単泣から会議長手佼への移行は、基本吉台数窓会業収益法を改善す

るために考案された利益比滋訟に由来する。そのような移行の流れは移転価格

のコミュニティにおいては明示的には認識されてこなかったかも知れないが、

OECD加問闘による利益比準法ないしは取引単ー位営業利説法のより頻繁な使用

は、こうした流れを現に加速し、また一勝加速するであろう。何故なら、取引

単位営業利益法は、適用の仕方如何では利益比準法に近似するからである。

童書4に、比較対象取引の欠如に起因する比較可議伎の緩和の必要燃は、告書

の発表以殺に課税当局及び笑務家の関で広く議論されていたことは確かであ

る。しかしながら、比較可能性の緩和の考えは、独りでに生じたものではなく、

基本的独立企業収益法及び利益比対寒波を開発する過程において、 3ド厳密な比較

対象取引の利潤から生じたものであることに留意すべきである。ただ、緩和さ

れた比較可能性は、独立企業原則に滋反する可能性があるため、これまでのと

ころ OECDガイドラインの認めるところとはなっていない。

言書5に、 1992年規員立案は、財務寺言及び内国歳入庁が、算定絞J裂を{惑の算定方

法によって検託する手段としてのみ利主義比準法を用いること会縁関していたこ

30) See generally Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)， 

Transfer Pricing GlUdelinesおrMu1tinational Enterprises and Tax Administrations (1995， as 

supplemented and modified through 2010)， paras. 2.58 -2.61 [hereinafter OECD 

GuidelinesJ. 

31) 59 F.R 34'事71，34979(1鉛4).

32) See OECD Guideゐles，部pranote 30，語tp語ra語.3.55 -3.66. 
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米毘移転係争奪税制jの検討と達苦手の緩言

とを示している。しかし、このアブロ…チが、最終的に、移転価格算定方法の

をごヱラルキ}の概念と利主義比準法の位霞付けを変えることになった。少なから

ぬ OECD加盟国は、ヒヱラル~…が、高い比較可能'除を保献するもので、取

引機佼営業利益法はラスト・リゾ…トとして用いられるべきマあるとの信念を

保持してきたが、 OECDガイドラインは長期間にわたる加盟国間の議論を経て

2010年にヒエラルキーを撤廃した33)。

2 務行態度をめぐる詰鍔題

上記改受容の後においても、移転仮格算定方法〈独立企業関レンジを含む)は

依然として多くの欠点を有しているが、その一方で、多くの点において長所も認

められる。以下では、積極ai.i・ 1隠綴閣の双方にわたる現行制皮の盤要な点を、

利主義比治法、利益分割法及び縫巡方法煤測に焦点を当てつつ検討する。

い) 利益比準法に関する雪量重要な側海

(i) ミクロ経済学概念の使用

利議よち準法は再販売価格基準法やj原価蒸準法等の伝統的取引法と類似するよ

うに見える。何故なら、利益よじ慾法は営業利益率又は総費胤収益準を用い、他

方、伝統的取引法は売上総利益率又は付加費用に対する収話機(マークアップ

率)を用いるためである。

しかし、利設比準法と伝統的取引法との間には歴史的にも綾論的にも根本的

な務違が務ずる。歴史的観点からは、伝統的取引法は 1968年以来規定されて

いる一方、利幾分割法は1993年に導入されたに過ぎない。また、怒論的には、

伝統的取引法の逮用結采は結統的な会計理論をベースとするが、そこでは実現

した損益と認識可能な資援負債しか取り教われず、かっ、測定に関していかな

33) See OECD， Comparability: Public Invi幼tionωCommenton a Series of Draft lssues Notes 

(May 10， 2006); and OECD， Transactional PrO韮tM告thodsDiscussion Draft for Public 

Comment (Jan. 25， 2008). OECDは、パブリック・コメント募集の後、 2010年7Jl22sに

i:tイドラインの関係する重量を改訂した。
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論議{飯守)

る推定も童かない。そのため、用いられるデ}タの正確牲はさ当数多車交芝方法が認

識できる限りにおいて担保される。これに対して、利益比準法がベ…スとして

いるミクロ経済学現論は一一一会計学の観点とは対照的に 認識で冬ない費用

(機会費用など)及び1)スクを含む損益令取り扱う 34)。したがって、たとえ実

際に採用される計繁メカニズムがそのような認識できない費用やリスクを瀦定

したり用いたりしない場合であっても、伝統的な独立企業原知の文採において

は、そのような綴殺の機定の正確性は決して権保されない。廷に、経済的な利

潤がゼロとなるとナる環論の拠って立つ発会競争は、完全なa情報、放びに、時

間と資本の変化によって事業や産業に変化が生じないことを前後とするもので

ある刻。それゆえ、経済学理論への過信は滋けなければならないα

統合企業は a還の独立企業よりも滋コストで経済的活動を遂行できるため、

?お場ベースのアブロ…チに基づく独立会業綴関が統合事業においてはワ}クし

得ないという理論的な批判に応える点においては、ミクロ経済学澱論は確かに

賞味を持つ面があるかも知れない360 しかしながら、利益比準法はミクロ経

済学分析の日的のためには伝統的取引法と区別されるべきであって放置されて

はならない。比較河野Eな非関連当事者の鍵用又は資産に対する市場収溢が、認

識されない費用とリスクを包含し、完全競幸子という向理論の議議が欠けている

34) 経済的利潤i立、 r1È:~誌の総4又入から販売される物品・役務を製造する会ての(明示的及

ぴ黙示的な)機会費用会主主除したものJと定義されている。 Mankiw& Taylor， supra note 

26， at 250.他方、会管十上の利主主は、「企業の総収入から明示的な費用のみを撚担金したものj

とされる。それゆえ、「利絡がゼロとなる均衡ぷ1:'1土、経滅的利潤はぜ]:]となるが、会計

ーとの利益は正値をとる。JId. at 28は

35) See， e.g.， WIIlぷMJ.BAむ主主OL& AlAN S. BIlNDE設，I¥互に担。総合討OMICS:P蕊軒ClP泌$ぷお Poucy

198-9告に田19ageLe畠お訟gInc. 11註1ed. 2009)盆安立の論議も、 f経済i立、専湾総-1ft:!モデルに

よって仮定される均衡ぶには決して至。逮しない。!潟ょをす'Jりま、少数の競争者グループ総の

所与の事例における災慾告と記述しない理論的な総築物である。」と詳している。 Durst& 
Culbertson， supra note 25， at 85. 

36) そのような批判は混として定式配分の主唱革まからなされている。 SeeWhite Paper， supra 

note 8， at 122 -26. rミクロ経済学理論は統合された務芸能に独立企業原則を主義沼サるために

利用され得るjと総議射すけられている。 Id.at 133. 
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米E雲移転f事務税制jの検おと室主干の提言

ために、必ずしも関連当事者の独立企業開収益を反映するもので、ないとすれば、

利益広準法の巡胤結果は、主として翁頼可能な比較対象デ…タが利用できない

場合において、独立企業関対価の予備的な参考指標としてのみ用いられるべき

である。この点において、 1992年規則漆において比準利益。騒が(利益比準法

の場合を除き)飽の算定方法の逮用給身長を検託するために提案されたことが想、

起きれるべきである。

(司 会体利主義ベースの使用

1993年欝定規則において、利益比滋法は、情報の利用可能悦宏容易にする

目的で関連当事務と非関連当事者の念体利益を比較する方法として考案され

た。しかし、 OECDガイドラインが利益比慾法と同等である攻引主義佼営業利益

法を導入したという事実は、全体利益ペ…スと夜51単位利益べ…スとの区別の

媛味さをもたらすこととなった。芸文言i等主佼営業利益法は、伝統的取引法の派生

であるかのような外観を持つが、その;本質においては液引滋佼ベ…スで運用さ

れる利主主比準法に過ぎない。ともに営業利殺を用いる取引戦位営業利益法と利

栄比準法との相途が何かが問題となる。

取引単位営業利益は、大要次のように築主主される。先ず、特定の潟誌の売上

高から売上京備をど主主i食することにより発上総務益を算出し、次に、夜接的な販

売費及び一絞管理護きを当該議品に配践し、第3に、商品別売上高等の配賦基準

を用い:てさき該商品に関銭的な販売費及び一般管理費を配斌し、路上総利益から

配斌された夜接的・間接的な販売費及び一般管理費を控除して取引勝位営業利

主主を算出する。

伝統的なヒエラル~ーにおいては、再販売価格基準法と原価基準、法一ーとも

に売上総利益を比較する は、独立統務上乙準法の査後に佼義付げられる。何

設なら、特定の商品に係る売上総務j援の比絞i立、上記計算の努1・2段階によ

れば、当該商品のf脈絡の比較に対する近似した結呆を提供し得るからである。

これとは反対に、間接費用が配賦された、|閉じ商品の営業利益は比較可能性の

点で劣るものである。さらに、営業利授は通常、売上総利益や価格よりも多く

の要因によって影響を受けるとの批判37)を考慮に入れれば、営業利主義i立、移
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転飯格のg的上、全体利議ベ…スでFおいられる方がはるかに緩ましい。したが

って、営業利援は、取引等主役ベースよりも全体利益ベースで用いる方が筋に適

っており、この点においては利益比準法が取引単位営業手!日経法に対して長じて

いるということがでゑょう o

取引単位営業利義法はその適用においても困難が生じる。同算定方法を適用

する場合、関連取引と非関連取引の取引単位の営業利議長紛が比較されなけれ

ばならないが、会社が単一穏類の商品を販売したり、財務セグメントデ〕タ

類似の商品分類に蕊づく…ーを公開している場合をi徐議、非関逮取引に係る

取引単位の営業利援は公開財務デ}タからは利用可能ではない。他方、関連取

引に係るそれは紡説者の綬簿から容易に計算され得る。したがって、取引単位

営業利益法の執行は、笑務的観点から言えば、利益比準法の場合よりもはるか

に困難性が増す獄。

OECDガイドラインは、「会社が様々な異なる関連取引に従事し、その取引

が独立企業の耳I{5[と合算ベースで適切に比較できない場合には、取引単位営業

利益法を企業単位ベ}スで、巡用ずることは適当でないであろう。Jぬ)と注意を

喚起する。即ち、 OECDit1ドラインは、会社が行う余ての取引のよt較可能性

が確実でない煤~， 1営業主引なの取引機位営業利益法、期ち李主主義比簿法が許容さ

れ得ないという題いボジシ沼ンをとっている。しかし、攻引等主佼-g業務益法を

採用する忌々がそのようなルールに絞絡に従ってこの算定方法令液潟し得るの

か、またそうするのかは疑問の余地がある。このように、利益比慾法の性格に

鑑みれば、同算定方法は、移転価格分析の点において取引単位?雪業利益法より

もより望ましい代替方法であると替える。

37) See 59 F.R. 34971， 34975‘ 

38) 笑擦には、営業孝司会義務そのf践の財務上の手当主主率が比較されることになる。

39) 加えて、資産又は繁F習をとキ李総の再定引に箆践することが殺しい主義令にはも考文芸p哲f立営業
秘主主法を逮尽する震警に分惨として潟いられる利益水準緩擦の選訳語霊祭i護送される1if重量設があ

る。

40) OECD G包idelines，supra note 30， at par孔 2.78.
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(凶 比較対象取引情報の不十分性

利投比準法を適用する上で十分な比較対象取引データが得られない場合に

は、務業的に利用可能な11:業情報デ…タペ…スが一般に潟いられる 41)。これ

らのデ…タベース;主主としてFormlO-Kデータに基づいている。 Form10網 K

は、盟主査済みの財務諸表のみならず、会社の控室史、組織構滋、取締役報酬、株

式、子会社その他の情報といった、移転倒格目的に有益な情報を含んでいる 42)。

しかし、特定の会社のデータを探しても、 Form10-Kデ…タからは凝られた

蚤の事業及び地域セグメントデータが得られ得るに過ぎない。加えて、比較対

象企議のデータには、たとえ関連取引が出来る絞り排除されるよう努める(悶

ーの多悶籍グループ内の関連者間取引は相殺されているのが一般的である)と

しても、関連取引が含まれる可能性が依然として残る。

民的デ}タベースは、詳細な標準産業分類 (SIC) コ ~lごに基づくデータの

探索、議出及び分析の手段として有用牲が高いであろう。特定のSICコ}ドの

下に数多くの企業が見出されるため、最も比較可能性の高い11:梁が特定される

ように他の条件によって絞り込むことが必裂となる可能性があるω。

このように利用可能な公害義データに波界があるため、比較対象取引の探索は

懇意的になりがちであるo W，部住吉co事案必は、利益よ色慾法が導入される前に

判決カγ下されたものであるが、そのような状泌を夜裁的に示している。この事

案は、内国歳入庁が、基本的独立企業収説法や独立企業関レンジの概念を新た

に採用し、商業的な企業データペースを用いた最初のケースであると思われる。

41) 綴iえば、 M∞dy's、話倣1品ar品&Poo点、 Co宮1pUStatなど。 SeeMA葺cM. LEVEY & sr邸 側

C.WI阪 PPE，TRANSFE豆?事aC!NG:RUL草S，CO昨日制C主総DCONTROVE宜SY261 (CCH 2d ed. 2007) . 

42) 発行紙委告の保有者が500以上で1千万ドルを貧富える資産を有する会社は年次報告書その

{散の定期的な報告書を捻酬しなければならない。 Form10・Kは1934年米際吉正券取引法13

条又は15条例に従った年次事長?を事撃の目的のために作成される。

43) See Richard A Clarlι Finding側 dA開 Iyzi勾 Co僻μrabた2司初ancialData， in 1τRANSF主主

P廷ICI泌総線開00五12-1，皐pp.12B (Robert Fein事cbrei決red.，Joh註Wiley& Sons， Inc.， 3d ed. 

2001) [herei担総erHandbookJ . 

44) 舵 streco，lt!c.v. Commissioner， T.C. Memo 1992 -561， 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 583. 
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もっとも、 Westreco楽家で繰りJ1;.げられた荻磁的な比較対象採しのようなこ

とは、最早行われていないと考えられる。また、比較対象企業の追加・除去に

よって独立企業問レンジをよ下させるようなことも、相互協議担当者の悶では

交渉プロセスの一部として行われているで、あろうことは怒像に難くな

。
)
 

5
 

a得、
置し

にもかかわらず、もしもそのような手法が添設によるものではなく会滋的な

議援の手段として思いられているのであれば、複雑な移転価格問題が比較対象

会業候補(コンパラブル・"'tツト)をシャツフルするという比較的機純な問題

に収束するかも知れないという点では、移転価格税制jの円滑な執行に貿献し得

る。こうしたアプロ}チは、複雑な議論を関係者間でどのように解決するかを

埼言える上では、利主義よじ機訟の文波に誤らず、布設なものと言えよう。

(iv) 片側分析

銭形資産の評僚における遊説の一つは、長亀裂約には無形資産を有していない

一方の関連当事者のみが検証されることである。この過程において、当該…方

の関連主当事者の全ての収緩から当該一方の関迷おき葬者の独立企業問収議令撚除

したものが、無形資躍をた司守する他方の関連さ当 に配分される。財務翁は、

1994年最終規則において、科長在比準法の下での倒値あるノン.}レ}ティン銭

形資産の存在に穏する例践を撤廃し、同一算定方法が?一般には、最も単純で若手

主主に比較される事業を行う続税務に対して逃潟されるj旨をその序文で述べ

た46)。

45) 1993年暫定規則の主総なiL講患者の一人であるJ阻 esMogle I立、「我々 は、コンピュ…タ

郎関と企業に隠する 3 ないし 4~替のデータベースの認主主を見て、ぞれが比較可能であるか

僚かを決定するのに余ちに多〈の襲警関を費やしているが、 5交際には、それらの企業が事ぎを

やっているのかの糸口を見つけたわけではない斗と言語っている。また、 f最大又は譲受少の

受入1iTききな結果に影警察する…つや二つの企業を入れるか除外するかの議論に余ちに多大な

襲李総が重きやされている。jとま!I:将しているo Molly Moses， Intervie杭 Mogl e Chroni cles 

Tra郡j告rPricing's Evolution in 20悶 y詔 rCareer， Speaおouton Cost Shari匁'g，KERT， 1i似仰'ye〆S
Role 初 MAPCases， 15 TAX MGMT. 1'11必IS.PRICING RJ;P. 50， 51 (2006). 

46) 59 F.R. 34971， 34974. 
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米関毒事議長総格君主総の検討と岩手のき是笈

今日では、舎利益上主務法の実務的な長所の一つが、関連当事者の一方の財務

指襟を検証することが不裟であること(これが郎ち片側分析である)、また、

争悶葬定方法は、当者持者の」方が全ての主主要な無形資産を有する一方、他方の i

当事者はそれを有しておらず、それゆえ、より複雑でない場合に最も逃してい

ることについては、広く認識されている 47)。しかしながら、利義分若手i法が独

立企業詣収益を葬定するために両側分析を用いる移転儲絡算定方法のやで善後…

の方法であるという点で、手u主義よち準法は利益分鶏訟に劣っている一一利金量比準

法の下でも機能及び比較可能性分析については隊側でなされる必要があるとし

てもである謝。また、利益広準法のような片側分析を適用する場合にも、関

iゑ当事者の残余利授、即ち、全体利益から無形資長援を有しない関連当事者の独

:!L企業関対価を按除したものは、計算の結泉に過ぎず、内容が明らかでない務

主義であることは奇認できない一一一たとえそうした利授の多くの部分を他みの関

連当事者が有する無形資重量に帰属させることがで冬るとしてもである。

利益分割法に対する利益よと準法の劣後性に鑑みれば、利益比準法を適用する

場合にも、両側における詳細な機能及び比較可能性分析を行うべきである。

のような厳密な分析は、例えば、無形資産を有する関述当事者に帰属すべき利

主義の内容が明らかでない範聞を最小にすること告と防げること等により、利主主比

滋法の使用から生ずる問題のいくつかを克服ずるのに役立つ可能性がある。

(2) 利益分裂法に関するさ重姿な領HOO

(i) 南側貢献度分析

寄与度利益分割法 (overa11profit split method)紛会適用する場合には附関滋

当事者の貢献度分析が必擦であるが、こうした分析は、内容が明らかでない合

繁利益を配分するために胤いられる分割要因を友右し、延いては各当事者に燦

47) See OECD Guidelines， supra践ote3告，託手ara.2.59.

48) See id. at戸 ra.2.58.

4容〉 寄与度利益分翻ままについてのゑ認された定義はないが、本綿々においては、 OECDガイ

ドラインにおける「策議長俊分析J令指すc See id.at para. 2.119. 
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濡させる利殺を定右ずる。長獄震分析の目的は、機能及び比較可能性分析の結

巣と、会ての事実と状況の下における、合算所得への貢献を明らかにする似の

全ての情報を用いることによって、当事者の相対的な貢献を見出すことにある。

相対的な貢献には、合事手所得に対して有意な質献念行うものである限り、売上

高、費用、有形及び安藤形望号波、 リスク、機能、経営主主力主主ぴヨこ従業箆の特殊技

能さ撃の様々な要因を含み待;"0

したがって、業献凌分析は、利益分割法にとって議要かっ内在的なものであ

り、機諮及び、比較可能性分析とは区別されるべきである 50)。更に、米間裁判

所はかつて利主義分割法に大きく依存していたが(下記n.2(2)(五)参照)、そのよ

うな貢献度分析が法話における争いの解決に巡していることが主な理出である

可能性がある。これとは対照的に、利益比準法を適用する場合には、然形資産

を所有する関連当事者に矯属すべき利益の内容が努らかでないにもかかわら

ず、貢献度分析は行われない。

同 内部デ」グの使潟

ぎ寄与度利益分割法は、 1968年規則の制定以来、「その他の方法Jないし「特

定dれない方法Jのーっとして適用され得たし 51)、実際に内国議入庁によっ

て用いられたにもかかわらず、白書において提言害容れたわけでも、一連の改正

規郎において明示的に規定されたわけでもない5録。このような結果も、残余

利益分割法を含む利義分割法が、全体的又は部分的に非関連当事者のデ…タよ

りもむしろ内部デーグに依存するために、財務翁及び内国歳入庁からは、他の

50) OECOガイドラインにおいて、震献度分析は、 ChapterII (移転価格算定方法)Part 

III(取引単位利益法)Sec抵抗1C (取引単位利益分釣法)に緩められているが、機能分析を

食む比較可能性分析は、 Chapter1 (独立企業主主溺)Section D (き決定企業原泌を滅尽するた

めの指針}に規定されている"See id. at paras. 1.33叩 1.37，1.42 1.51。

50 See S 1.482 -2(eXl)主主)i語正he1968 regulations; S 1.482 2(eX!)(iv) in註le1992 proposed 

regulations; S 1.482 -3r( e) in the 1993 temporary and proposed regula註ons;and S 1.482剛 3

{的， S 1.482 -4(d)， & S 1.482ω9T(h) in the current re必llations.

52) See，ιg.， Lufkin Foundタyand Machine Co刷 V.Co隅missioneァ， T.C. Memo. 1971 -101， 1971 

Tax Ct. Memo LEXIS 231， r，仰 'd，468 F.2d 805 (5th Cir. 1972). 
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米国移家主俗務総紛の検討と若干の提言

算定方法に劣ると考えられていることに鑑みれば、理解できないものではない。

爽際にも、寄与度利益分綴訟の計葬方法は、ある関速さ思考募者の望書窟(例えば、

採用、資産又は資本など)を関i察当事者の要因の合計で除し、関連当事者の合

算営業利益を乗じたものとして表現されるため、非関連当事者のデータは必要

で令い。

にもかかわらず、米国連邦裁判所はとりわけ自警が出される以前に同算定方

法ないし類似の方法泌をたびたび適用した54J。ぞれは護主将演が紛争解決を容

易にする上での内部データの手fJll性を認識していたためかもしれない。いずれ

にしても、内部デ}タの使FおからJ生ずる潜在的な短所が、独立食業原郊の下で

ミクロ経済学理論やより緩和怒れた比較対象取引の使胤から!生ずる短所よりも

深刻なものであるかどうかが問われるべきである。東に、内閣歳入庁が所得相

応、性基準を適用する場合に、容観的な外部データよりもそのような内部データ

の信頼性が抵いと認めているにもかかわらず、予測技設に関迷するI*J部データ

に過度に依存することには黙芝公的に問主ました〈下記lV.1(1)参照)。このように、

53) 利幾分割法類似の方法;立、例えば、 G.D.Searle & Co. v. Commissioner， 88 T.C. 252 

(1987)に見出すことができる。 このケースにおいては、米関税差益社(納税者)がプエル

トリコの100%出資米国子会社に女ずして、高収益の製造劇無万五予u在校、子会社株式との無

税の交換取引で譲渡した。子会社の炎上の大半は卸売一般価格で洋側淡の険業品卸売業者

に士ずしてなされた。他方、納税務とそ子会役は、納税者が子会社のために製遂淡ぴ銀売促進

サ…ピスを提供することについてマ…ケティング上の合意そしていた。これらのサーピス

の多数料は、①子会社の米閣議義務に対するlE派売上高の25%と、 5診車潟税務治宝ミ子会社}こ-lj--
l!ス令室是f設する費尽の25%のいずれか大きい方とされた。医薬室長長続発警喜多きの大学?主総税者

会苦手?った。鍛えて、意書寄託事まはそ子会殺のために重重要な様々 な管理サービスもffい、子会社iま

紛絞殺に米留におけるlE派裂ぷラ程上の3%の管理手数料を支払った。 とこのように子会社は

綴滋以外の活動に必要な実質約機官官そ欠いていた。内園歳入m立、蓄を紙製是主業者としての

湾きばかちの報酬を除き、当該無責王室を燃に由来する子会社会体の純所得合納税者に配分した。

秘税裁判所は、所得の歪みによって所得の再配分が必要であると認定し、裁判所の最良の

判断をもって(即ち、具体的な奇襲E討を訴さないで)、一種の利幾分寄~淡を適用し、子会社

の純売上言語全体の25%を配分した、ょこの結果、裁判所は、子会社の絡先ゑ筋合計の53%

(謀Pi:>、長男貌!のサ}ピス手数料である25%及び3%、並びに、裁判所治安鋭分した25%の合

意りが独立会業関における公平な初会委級王子言語会であると'j!lJ示した。
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詰詰滋 (長室守)

財務省及び内容ヨ歳入ITでさえも、内部デ}タの使用又は市場ペ}ス・アブロ}

チへの過度の信頼という灘淘のみで、寄与度利義分割法を採用しないというポ

リシーを十分に正当化すみことはできない。

その他の利益分割法も時告と絞て徐々に導入されていった。白書が残余利幾分

割法の導入を勧告するお)一方、一連の改正規郎は、比較和議分割j法も議定し

た。比較利益分割訟は、発関連2当事者取引に見出される分割要還を参話して利

議分叡法を適用するものであり、市場ペース・アブローチと整合的であると考

えられており、 OECDガイドラインにも導入された滅。しかし、問算定み法

は、非関連の比較可能当選手者間の分割要因が実務上は滅多に見出せないことか

ら、有用でないことは広く認識されている 57)。財務翁及び内閣歳入庁が、務

用でない比較和議分割法の使用を明示的に規定しておきながら、より実務的で

ある寄与度利益分譲法についてまだそうしていないのは何故かについて跨われ

54) 関設は、 f過去例年もの閥、裁判所、特に租税裁判所は、 482灸の配分のための議官りな

数点企業罪悪価格を決定するため、様々な第四の方法を矧いで轟た。いくつかのケースでは、

利幾分割法は独立企業関ベ…スでの移転価格の算定に逃している。何故なら、非関i車当惑

殺は、事業上の合意を結ぶ際に、議き在的利益のそれぞれの総会iこ隣心があるためである。J
とする。WhitePaper， supra note 8， at 65. EIi Lil勿&Co. v. Commissioner， 84 T心的6

(1985)， aff'd in part， rev'd i担 part， 856 F.2d 855 (7th Cir. 1機器}において、程税事主将善寺i主、

fこの分野でのリーデイングケースはPPGlnd珪stries，1読む.v. C冶mmissioner，55 T.C.告28

(1き70) である jとしたiニ勺、総連するケースとして次のものそ引用したo 長Hち、

Bald甜伐 Lima-Ha綿 iltonCorp‘11. United States， 435 F.2d 182， 185 (7th Cir. 1哲70); 

Wood甜ardGovemor Co. v. Commissio制 r，55 T.C. 56 (1970); Nat Harrison Associates， Inc. v. 

Co隅missio脚 r，42 T.C. 601 (1964); Eli Lilly & Co. v. United States， 372 F.2d 990 (Ct Cl. 

1967); Luj覧inFoundη& Machine Co. v. Co刑 missioner，T.C. Memo‘1971-101. See 84 T.C. at 

1149払81.See also， e. g.， Cadillac 1'extiles v. Com隅issioneれず'.C.Memo 1975-46. La詰gbeinも

PPG毛葬祭を利益分割主主の機炎としている。 SeeStanl官y1. Lan悲be討し the Unitary Method and 

theMythofA期並μ稼 th，30つfAXN係官:s625， 660 (1吉86)

55) 自著書では残余秘義王子言語銭安 f語審本的独立企業絞殺法への初会長分苦手jの付加j としている

のみである。 SeeWhiteぬper，sゆranote宮，呈t160.

56) See OECD Guidelines， supra note 3合，atpara. 2.119. 

57) See Levey & Wrappe， supra note 41， at 97. 
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米露言移家主総格税苦手jの絞殺と秀喜子のま霊繋

るべきである。

内部デ山タの信頼性の問題は、笑擦のところ全ての移転価梼算定方法に共通

する問題であり、内部データがそもそも移転価格の目的上信頼的であるかどう

かが問題であろう o 寄与度利益分割法においては、各関連当事者の相対的な分

割裟凶(例えば、発生する費用、保有する資jif又は売上高など)に比例して合

算営淡利益が分縛される。分割婆閣には、関連当事者間取引のデ}タ(例えば、

子会社が親会社に支払うコンサルティング・フイ一、子会社が毅会社から幾入

する機械、親会社から子会社へのディストリビューションのための製品の究よ

など〉が?きますL得るが、そのようなデータは、関連当事者間取引のデータが信

頼できないという理由で利益分割法の分析から除外され得る。また、関i察当事

者の券関迷滋験者との取引にも信頼できないデ}タが含まれ得る。例えば、非

関連当事者からの購入物品や提供役務の索用で、国内の子会社が負担すべゑも

のが外閣の親会社にチャージされている場令には(即ち、不適切な費用配分の

場合)、その級会社が合算営業利益の本来得るべきものよりもより大きな割合

を得ているま汀能性があるため、そのような護費用は寄与度利益分割法を適用する

ために思いられるコスト・ベいスの分総裟協から取り除かれるべきである。こ

のように、この禁定方法は、関連当事務の内部データを含む信頼できない

タが結3裂に影響を与えないような信頼できるガ法で適用することが可能であ

る。

更に、そのような信頼できないデータは、利主在比準法の計算にも影響し得る。

現行規則~ 1.482 -5(b)(4)制は、「内部デ…タのみに基づく利議水準指標は、パ

ラグラブ(b)(4)(利主義水準指標〕の下で用いられてはならない。何故なら、同様

の状況の下で照様の事業活動に従事する券関連続税者の業務に由来する収主義憶

に関する客観的な尺度ではないからであるjとま誌案ずる。したがって、例えば、

利益比慾法全適用する襟に営業費用売上総利益率が利益水準指標として用いら

れる場合、検説法人が関連当事者から購入する物品や提供を受ける役務に係る

費用は、信頼できない内部データとして併殺望者用から除去され得る。使用資本

利投率や売上高管業利益準が利益水準指標として用いられる場合にも向じ問蟻
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論説〈員長学)

が生ずる。

したがって、寄与皮利益分割法の目的のための内部デ}タの使用から生ずる

潜在的な問題は例外的なものではなく、利益比準法のような浴場ベ}ス・アプ

ローチにおいても見られ得る。また、議顔できない内部デ…タの使用から生ず

る問題は会礎的かっ実務的な方訟で翻避され得る。

{註} 特設分製法の適沼

寄与度利義分織法を適用する場合には、当事者の相対的な資献に比例して合

算利益を分割するために様々な分割主要悶(配分キーとも呼ばれる)が利用可能

である 58)。議もよく利用されているものは、u)全費周、ユえは、研究開発、エ

ンジニアリング、マーケティング等の主要分野における特定の努浴、@資産、

並びに、争資本(使用資産、題走資媛、銭形資産又は使照資本〉であろう。し

かいいずれにおいても、選択された分都婆国と合葬利益との関に、機能及ひ手

比較可能性分析の結糸だけでなく貰献度分析の結果を反映する強い相関関係が

存在することが必要である。

実際には、選択された分割要閣の如何にかかわらず少なからぬ議論が不可避

となる。この算定方法に係る問題の…つは、機能とリスクがそれ殺大きく変化

しない場令でも、分審u婆図書j合に多少の変動が生ずることもあり得るi主である。

しかし、このような短所は、全費用が分割安問として用いられる明白な場合に

段られず、他のいかなる要因が用いられあ場合にも共通する。

もう一つの凶難な問題は、リスクをどのように取り扱うかである。とりわけ、

銀行その他の金融機関は、金融規制に基づく闘己資本規制に箆磁しており、信

照リスク、市滋リスク及び業務リスク毒事の様々な負担リスクをカパ}するため

に十分なお己資本を維持する必要がある滅。自己資本震縦は一般に連結べ}

スで課されるため、米国金融機関の外題子会社は、自己資本規制令満たす自的

で低税率国をf討をr様々な法域に設立され得る。リスク・ベ}ス資本が分割要因

のーっとして考厳に入れられる場合には、u)どの子会社の資本喜子含めるべきか、

58) SeeOECD DraftPaper (pro註tmethodl， su.史探note30， at 227. 
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主主題移転{富裕芝草号援の狭ますと，答ごf二の援言

また、号余総裁縦目的で要求される自資本安課税目的のためにどのように評

価すべきかといった問題を決定する必繋がある。

実際のところ、財務省及び内閲歳入庁から明示的に認知されている残余利益

分割法でさえも、会く欠点がないわけではなかった。残余利益分綴法を適用す

る場合には、会第利益は、ルーティン機能から生ずる利益と、ノンル)ティン

機能や重察な無形資産の使用から主主じる残余利益という二つの部分に分けられ

る。残余利益分裂j法は、ルーテインとノンル…テイン機能又は議擦な無形資産

との区翌日の結船こ前φ疑いも残さないかのように見えるが、実際には、この区

別の線51きはそれ殺クリアなものではない。例えば、ロケ…シ滋ン・セ]ピン

グ印)は、 Jレ…ティン機能、ノンルーテ千ン機能又は無形資産の佼潟のいずれ

とも直接に関議するようには見えないため、利益の二つの設分〈ルーテイン又

は残余)のいずれに属するのかが務機ではない。更に、利義比準法とi匂様の方

法を使用して算定~れる Jレーティン利授が不完全に計賞され得ることに鑑みれ

ば、利益の区別自体に正当な理由がないことになり得る。その他、残余利義分

割法の分割要悶として研究開発費が用いられる場合には、割引終積費用と当期

費用のいずれが参事に適しているかも間態となり得る。

(3) 最適方、法芸家郊

1968年主義郎マ定義された、算定方法に係る、以前の機械的なKょにラルキー

に代え、異なるタイプの優先基準である綴適方法原則が1993年初定規則で導

入された。「殻j磁ガ法Jとは、所与のミ祭実と状況の下で独立企業関給来の最も

S事} 自己資本支立総については、 SeeBa君主ICommittee 0設 Banki註gSupervi事泌氏 BaselII: 

lnternational Convergence of Capital Me草書urementand Capital Stand器凶器:a Revised 

Framework -Comprehensive Version Uune泌 総，available at h晦 :llwww.bis.org/publl

bcbs128. htm.また、 2009年7月に改訂されたBaselII capital framework '&ひざnewglobal 

5t組 dardsは併せてBaselIIIと呼ばれている。 Seehttp://www.bis.org/press/p100912.htm 

60) ロケーシ罰ン・-l!ーピングとは、「ある製造主又は他の機能をオフシ盟アのま長城に移転す

ることによって念じる袋浴減少 (savings)Jえは他の経済的な使議jである。 Levey& 
Wrappe， supra説。te41， at 47. 
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論説(飯守)

箔頼できる測定方法と定義され、その算定方法の信室長径は、比較可能性の絞ま芝、

殺ぴに、分析において思いられるデータ及び仮定の震によって決議され

る詰九しかし、同時に、 1994年華美終幾刻及ぴその序文には、争独立価格上乙準

法は一般的}こ他の方法よりも薮も綴殺できるであろう 62)、争十分なデ…タが

ある場合には、独立企業関の f備機J(例えば、独立価格比準法など63)) Jとは

f光太総利主主J(例えば、再販売価格恭泳法など)は、一般に利益比準法よりも

高い比較可能性が得られる 64)、③残余利益分割法は一般的にラスト・リゾ…

トの算定方法であると考えられる 65)、といったいくつかの嬬足的な記波が含

まれている。したがって、最適方法長長期は、軽徴な例外点を徐けば、かつての

ヒエラルキーと大きな違いがないかのようにも晃える。

にもかかわらず、実務上;土、利益比準法がi有国歳入庁によって広範に佼F認さ

れているように見えるし、また、そのことが会没界ベースでの問算定方法の滋

銭安きな使用をもたらしている。こうした現下の状誌をどのように潔解すべきゼ

あろうか。

Charl四日間，]r.は次のように述べている。

「緩適方法原則は、規則案がよじ線利益臓を?議案務的な方法として採用したこと

に対する、特にOECDからの批判への対応、として確立されたものである。

…毅適方法原則は、各事業において特ま誌の状況下で利用可能な最も正綾な

61) Seeτ泌総.Reg. !i 1.482-I(cXl) & (2).校総伴走義郊におけるとヱラルキーについては、 see

言1.482-2(eX!).

62) SeeTreas. Reg. !i 1.482-l(cXZ)(i). 

63) 19保護手最終去車問の序文i立、次のようにも述べている。 59F瓦 34971，34宮82.

rl合93王手欝定規JjIJと異なり、独点倒格上七泳法i立、関i車耳主事!と!1r関連取引との闘の小さな中日

i議以上のものがあるか、あるいは小きな粉i畿の翻畿がなされ得ない場合に、語幸枝的に佼F羽
~れ得る。そのような場合にも悶算定方法は線別され得るが、最適方法原則の目的におけ

1.>イ議頼性は低くなるであろう。J

64) ld‘at34985. 

65) ld. at 34987. 
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米密移転係争善後衛jの検討と主主主子の発言

情報に基づいて一つの算定方法が選択されるべきことを主要求することによ

って、これらの批判に対応するための一つの試みであるバ紛

後織な見方をすれば、各算定方法の相対的な信頼性に碁づく緩適方法原則が、

逆説的に、各算定方法の非信頼性会カモブラ}ジュしていると添うこともでき

る。即ち、ヒエラルキーの下では、内閣歳入庁が利主主比準法を逃治したという

は、関連取引と類似する、去をしくは、演達取引と同議又は類似の機能を有

する、比較可吉きな非関連取引が内廓歳入JTに利用可能でなかったことをど黙示的

に3意味する。しかし、議適方法草案識の下では、同乙毒事尖が、利幾分割法が最も

熔綴できる方法であることを滋保するに過ぎず、利殿可能な会ての葬定方法の

かで、比較可能性やデータの利用問‘能性の相対的な強さについてのそれ以上の

情報は何ら提供されない。加えて、内閣歳入庁が、利益比準法が使用の上で効

E終的マ使利であるからという単純な玉県出で利益比準法令選択したと言及するこ

とは殆んどないであろうと容易に慰像される。したがって、納税者は、他の如

何なる算定方法も最も信毅'T!きる算定方法ではないという穣忠告と稼翠すること

ができないであろうし、ぞれゆえ内題歳入庁は他の葺定13法が利益比準法より

も怒綴的でないと結論付けた線践を説明するのに時間を蓄をやす必裂はないG7)0

:iflj主義民準法の導入は、 j南算定方法が頻繁かっ注意深い考慮なしに用いられる

かも知れないという危恨から、米関の産業界のみならず外闘からも批判を招い

た68)。再び極端な見方をすれば、段通方法原則は、 19941手緩終規則の序文で

述べられたように、他の算定方法よりも、より信頼性が低いと講堂えられていた

にもかかわらず、利益比準法が広範に用いられようとしていることへの批判に

ます?る緩いを提供するのが自約であったかも知れないことが議測され存る。も

66) Charles W. Bee， Jr.， Best Method Rule， in Handbook，抑，pranote 41， at十 14.

67) 0院CD:Jfイドラインは、「特定の算定方渋が状況に適していないことな絞明ずる必要も

ないJとする。 SeeOECD Guidelineふsupranote 30， at para. 2.2. 

68) Levey & Wrappeは、利益比準法の繍広い袋容は、「この算定方訟の佼般についての f一

般的な等学Eるさjと『費用宣言滅のUJ総数jによるところが大きいJ[放言障はさ豪華雪〕とする。

Levey & Wrappe，却pranote 41， at 90. 
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し利益比準法が、比較可能性に関して信頼性が劣るにもかかわらず、伝統的な

算定方法とは巽なるタイプの援演。を認に孝ぎしているとすれば、当まに毅巡方法廃

郊を採用するよりも、算定方法に関するより直喜主的かっ透明な優先)11断交が確立

されるべきであったのである。

班. 相補的アプローチに関する提案

1 定式配分は独立企業原則の代鋳たり得るか

定式配分は、米国内の多数の州によって、食業グル}プ内の滋一又は複数の

法人に対して適用されているもので縦、法人の各法域における総愛媛、給与

又は売上高の比率等のある客観的な妥悶惑と含んだ定式を用いて企業活動の綴i令

を基礎として所得を各法域に織綴させる 7九

*00におけるもっとも熱心な鳴i護者の一人である ReuvenAvi -Yonahは、

f間違いなく、最も共造的に絞り上げられた独立企業原則の代務であって、織

も感んに議論が行われたのは、米閣内で所得を割り当てる際に州によって用い

69) 定式配分を支持する議論として、 seegenerally Avi -Yonah， supra note 14; Langbein， 

supra note 54; Brauner， supra note 7;紛 dKimberly A. Clausing & Reuven S. Aviω尚昆ah，

Reforming Corporate Taxatio認 ina Global Eco匁omy:A Proposal to Adopt Foタmulary

Apporti偶蹄胡tτIlE琵必級1TONPRひJEむT(Discussio耳 Paper2007 -2008)， The Broo泌ngs

Institution (2007)， available at http://www.brookings.edu/papers/2007 /06corporate滋xes叩

claus泌g.aspx;τnomasC. Pe昌rson，lヤゆosedli匁ter如おfonalLegal R，宅f01明 s}iJrlぞ'educi匁'g1ぬ掛か

Prici:匁:gManiPulatio匁 oflntellectual P:タ'ope隊約 N.Y.必.J. INT'LL. & POL 541 (2∞8);R昨日明日

S. Avi -Yonah. et al.. Allocating Busi:制 55Profits for Tax Purposes: A Proposal to Ado長ta

F01務総ηProfitSplit. 9 FLA. TAX REv. 4'事7(200哲).反対の見解として、 SeeWilliam J. Wilkins 

& Kenneth W. Gideon， M棚 orandumto C側 :gressどYouWouldn't Like Worldwide Formula 

A必orti，間抑制t.65 TAX NOTES 1259 (1994)静独立企業原則を定式配分に殻き換えることに伴

う租税回避についての議論として、 seeJulie Roin， Can the lncome Tax Be Saved? The 

Promise and PiぬIlsof Adopting Worldwide FormulaηApporti抑制nt，61 TAX 1. REv. 16宮

(2008) . 

70) U.S. General Accounting 0筋ce(GAO)， Intemational T奴 ation:Problems Per事ぬtin 

Determining Ta:x E在配t8of Intercompany Prices (1992) at 68. 

28 



米関事参議長紛争各税制jの検討と若干の主義雲

られ、 1962停に下院で推奨された方法であるjと述べている 700独立企業滋

測の代替として定式配分を支持する議論の大部分は、独立企業原則が、統合企

業の移転価格問緩(いわゆる f連続価格問題化問銭nuumprice problem) J) 72) 

も、また、 f30年以上にわたる、不確実性、添J6Z性及び訴訟J73) という実務的

な問題も解決できないという理論的な前提に義づいている。

同じく定式配分会提唱するLangbeinは、次のように述べている。

「もし分数的方法 (fractionalmethods) C霊祭者投:絡所得の合計を、例えば、

資産、売上高、給与又は題定した割合などの、ある重要閣の叡合で徐すことに

よって、企業の…施設の所得を決定する方法〕が用いられるべきであるなら

ば、現在の逮邦法及び実務の下で行われているように、ケース・パイ・ケ…

スでその分数が決定されることを許容するよりも、法律によって定義された

要因とウェイト付けの定式を用いる方が望ましい。j14)

これに対し、定式配分の主要な問題の一つは、 Avi剛 Yonah自身が指摘するよ

うに、「各閣が協同の利益に合うように定式を用いる可能性があるためj15)、

コンセンサスが存殺しないことである。これが定式配分の越え難い問題であり、

それゆえ、そのようなアブロ}チが独立企業原溺の代殺になることは余りあり

そうでないように怒われる。これに対して、後述するとおり、ケース・パイ・

ケースで、の決定ないし錦絵は不可能なことではない。

2 移転価格算定方法に関する相補的アプロ…チ

(1) 移転価絡算定方法の長所耐短所

理論的にも実務的にも欠点のない移転価格算定方法は存殺するのであろう

7l} Avi副 Yo:卦荏h，sup地 no:te14， at 153. 

72) そのような談言語について、 seeid. at 147 -50. 

73) Id. at 159. 

74) Langbein， supra no:te 54， at 673. 

75) Avi -Yonah， supra note 14， at 154. 
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か。むしろ、立 .2で述べたとおり、全ての葬定方法には多かれ少なかれ長所

と短所があると言うべきであろう。

第1に、独立制格比準法は、厳密に誘えば、最も信頼で怒る独立企業間結巣

を捻供する。しかし、このj$:A方法を適用する上での比較対象取引の欠如は、

言葉務においては顕著な事実である。同様に、再販売慌格基金終法及び原価基準法

i立、滋殺は、それに次いで最も綴殺できる葬定方法である…方、ぞれを適用す

るとでの比較対象取引は、独立郁絡比準法の場合ほど稀ではないにせよ、依然

として籾当限定される。とりわけ、原価基準法のための比較対象取引は、最終

製品以外の製品(却ち、中間製品)に適用される場合には、それを見出すこと

は難しい。にもかかわらず、比較対象取引に基づき取引隊佼ベ~スで適用され

る伝統的取引法の全ては、比較可能'性と「価格構造分析jの点において優位性

をもっ。

第2 に、利益比準法は、その災繋において、非厳容~比較対象取引に主主づい

た、全体手話議ペース(1E業単位ベ}ス〉による、ミクロ経済学的なアプローチ

であるが、比較可能性及び価格檎巡分析の点では伝統的取引法にはるかに劣っ

ている 76)。にもかかわらず、利議会比準法は、外部比較対象取引の利用可能性

の点、で優れており、独立企業関レンジとの併用はその欠点を軽減し有用性を高

めるものである。伝統的取引法の一つを適用する場合に複数以上の問等に沌較

可能な液引が利用可能である場合には、その比較対象取引の機絞王子支ちをもって

独立企業総給条として潟いることが許怒れる。これとは対照的に、例えば5以

上の比較対象淑引が存在すれば、関i裏取引との間の比較可能性が十分でないこ

とをがしていると忠われる。したがって、独立企業関レンジの使用と四分位の

76) 飢えて、 OECDガイドライン，sutra note 28， at para. 2.711立、次のように述べている。

f営費量手'IJ主主i立、産業においてf下賜する次のような影響を重接的に受けるZ草委主役がある。芸評

ち、新意義参入企業の脅威、競争上のf立後、悲哀営効率、 f密E立の葉支線、 f号事挙ふの季李主主、費尽構

迭の変化{例えば、工場や緩きまの幸笠通益金手数などに反撃是されるような〉、資本コストの相違

{鰯ち、 13己資本溺主主と借入)71び芸評議総寄金の稼lt(J~nち、事業が苦喜多量段階か成熟段階か)

である。各塁悪11;H立逆に多くの告誌の華客誘苦から彩券会受け得る。j

30 



米国移転価終税約の検討と綾子の提言言

分散を許容することは、比較可能性の蒸滋の緩和を意味する可鈴註があるため、

利益比議長法のみに限定されるべきであり、伝統的取引法には適用すべきではな

い77)。同様に、利益比準法は、将来の独立食多量濁結果に不確実性があるAPA

事業にもより適したものである 78;0 ~するに、利議比準法は、関迷さ当惑年若手間

取引の「収主義性分析Jという点での俊佼'険会有すると言うことが可能である戸

最後に、利益分割法は、ルーテイン淡ぴノンjレ…テインの機能並ぴに無形資

産の賞献が分析される残余利養分割、法を含め、本質的に、我授の「主主総皮分析j

を専門的に取り扱う。利益分意i法の最大の強みが、包括性、柔軟性及び調援の

77) 対照約;之、 f主主終滋郊においては、全ての参事長在方法の下で、いわゆる f非議長章者、なJJt絞

対象君主事i合愛媛F討され終るJとされている点に聖書3ますべきである。 59F.R 34971， 34975. 

78) S幾i立、独立食費量間価格算定方法以外にも、独立企業朕則の執行を容易にするための

Jj~夜を勧傍ナるとともに、財務省及び内閣総入ITに検討を主要請した。導入された方策は、

納税者のコンブライアンスを高めるための「アメとムチjの役割を果たすことが1t殴寄れ

ていた。

そうした方策の}つがAPAである。日本治安1987船こ察能確認方式〈ユニラテラルAPA

と!湾織のもの)を導入したが、その下で¥紛税著者}主将来年度において1対照するき滋玉工会費量fl草

紙絡算定方主義の客室認を B本の税務当局に務総した。 SeeMasa忌iroMax Yoぬimura，

Co紺 糊It:The "1滋偽〆Bet押印ntlw United Sおお15andJ誌μnunder Internal Revenue Code !'i 

482: Is The開 aSo/ution? 12 Wrs. INT'L L. J. 401， 432ω33 (19苦心，内国歳入庁は、害葬前後ia必

式を攻勢し、パイラテラルAPAを含むAPA約J:lt'i:1事例年に導入した。パイラテラルAPA

においては、納税者と隊!外関連当事者双方がそれぞれめ法域の税務当局と合主主を締絡する

ことが可能であり、縦来世界中に普及した。 SeeRev. Proc. 91 -22， 1991 -1 C.B. 526. APA'土、

将来におけるそ予測できない所得の配分を決定するために用いられるため、独立企雲監誇謀総糸

が単一の詰1数(例えば、営業利益率5%など)に収束することを期待することが義務災自告

である。むしろ、 APAのお釣のためには、いつくかの独立企業関結果から構成される独立

企業関レンジ会滋笈するかがより合理的で笑効殺がある。更に、ある年において笑襲安の所

得会綴がAPAiこおいて紋税者と合意された務手事長義綴告とn喜る磯部こは、総務者は修工E$後

惑を縫士話することになるたぬ、独立会主主演レンジはAPAの被念と極めて適合約である。

Mog1e'ま、 APA主主 f:iE1こ訴訟の代替形態にj惨ならjず、 fAPAプロセスにより、絞殺瀦

査を密機し、主語殺jからニE罰闘に焦点をき請で、取摘しが悶難な更正処分がなされること令関

避することが総本約に可能となる。それがAPAの後大の利点であると思う。Jと述べてい

る。また、彼は納税者に有益な情報としてAPAのディスクロ}ジャーの必要性を指摘して

いる。 Moses，supra note 45， at 55 -56 
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利用可能性であることは明らかである。かつて裁判所が寄与度利益分割訟に大

きく依存したことは、こうした強みの紡糸であると考えられる 79)。柔軟性の

例として、利益分割法及び貢献度分析が3以上の関連当事殺が関係する複雑な

取引に特に省主症である点が指摘できる刻。 f担jえば、移転結務の分野において

最も難しいものの一つである金融グロ…パル・トレーデイングは、多くの当事

者との取引に関係することがしばしばである。そのような場合には、利益分割

法が利益に影響を与える数多くの要因安測定するために利用可能であり、その

ため多くの異なる観点からの調整が可能となる(それゆえ、利投分割訟は訴訟

にも適している)。他方、利益分割法は予測可能性の点では欠点、令手証する。何

故なら、ぞれがき務後的 (extost) アブロ…チになる可能性があり、内部データ

にもっぱら(事寄与度利幾分割法の場合)又は主として〈残余利益分説訟の場合〉

依存し、ぞれゆえ、 iて述したとおり分割都合の給条が変動をぷす可能除がある

ためである。

(2) 相補的アブロ…チの適用

以上の検討を踏まえれば、価格構造、収金毒性及び貢献度分析は、ある穫のヒ

ヱラルキ}の下であれ、最適方法原真誌のアであれ、特定の単一の算定方法を現

7哲) 1弓様の理由から、 482粂以外の分野においても利主主分説法が沼いられるo Hammer & 
Feinschreiber Iま、内閣総入法におけるいくつかの綴類の利益分割法 (f定式アブローチ」

と称される)として、 863粂(b)・(e)、DISC(domestic intemational回lescorpor泌on)、そ

の後身である FSC(fo問ignsales corporation)、936灸殺人、及びグローバル・トレ}デイ

ングを挙げているοRichardM. Ha盟主ler&ぬるertFe泌schreiるer，Profit Split M励。dOUJgies，

in Handbook， supra防総 43，at 47 -2.1:まらはまた、 f内隊員主入ITI主、ライセンサ…とライセン

シー題でのロイヤルティ文弘前の毒毛利益の書記分として、経験溺 (ruleof thumも)により 25

対75を要求するというボジシ謂ンをしばしばとっている。手吉田歳入ITIまCibaGeigy挙案

で議初にその点を絞り上げたoJと指摘している。 Id.at 47同 13(emphasis and footllote 

deleted). 

80) See， e.g.， United Steel乱 Co仰向抑制r，T.C. Memo. 1977 -140， 1977 Tax Ct. M制noLEXIS 

300，開v'd，617 F.2d 942 (2d Cir. 1980).三者取引に係るこのケースは、もし望寄与浅利益分説

法が全ての関迷l!3務殺に麹浴されていたとすれば、会安理由告に解決されたかも知れない。
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らかにして優先順位を付されるべきではなしむしろこれら三種の分析は、各

分析が相互に補って機能するように同時に実施すべきものである 81、82)。換言

すれば、そのような相補的アプローチ (mutualIycomplementary approach)は、

検設ないし健全性チェックとして機能するものであるかも知れない。郎ち、特

定の奪事実と状況により最も適滋な場ーの分析{算定方法〉を鳴らかにすること

が可穏であり、そのため他の分析(糞定方法)を行う必要がないとしても、異

なる視点からの結呆を考慮に入れる一一他の紡糸は主に検証ないし健全性チェ

ックとして機能する一一ことは有益であると考えられる。

検証ないし健全性チェックとしての利用に加えて、穏宇識的アプO~Tを用い

て実際の数点企業関給条を計雲草することは可裁であろうか。この点については、

独立会議問結采の計算が特定の方法に限定されるべきでなく、それゆえいかな

る潜在的方法もそれが合玉虫的である限り許容され符るとすべきであろう。した

がって、単純葬術平均、各分析(勢定方法)の強みに応じた加主主算術平均、あ

るいは所与の事実と状況の下での適当な他の方法といった計算方法も容認でき

る会また、収益性分析において独立企業関レンジが潟いられる場合には、独立

会業関レンジのrtf立健か、線形代数等の高等数学の利照も可能であろう。価格、

収益性及び費献度問の相関関係告と考慮に入れた数理モデルも考えられるかも知

れない。東には、このような文脈において、かつて裁判所が“broadbrush" 

(腰だめ)アプローチを用いたことが重要な意義告と持つ。同アプローチは、移

転価格築主主方法の下での特定の計算に基づくものではなく、移転続格禁議方法

の種類が銀られているために、裁李Uij奇iこ示された率災の下で裁判所の自治判断

に基づいて行われたものである 83)。したがって、このアプローチは、相補的

アブローチの下で独立企業開給巣の計算に用い得る。

81) r事李総きれない方法jはこれらとき撃の分析のいずれか一つに分類されよ号。

82) このアブuーチは各種の fハイブリ yド算定方法jとは多もなるものである。向方総i立、

19鈴塁手1t~炎学tこ行米の権遺言ある~}l華街の交渉で渇いられた、事柱谷分割法と利主主比準法令組

み合わせたものである。ハイブ1)';Jド算定方法に関する議論については、 SeeDurst & 

Culbertson， supra note 25， at 80. 
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季E補的アブロ…チの下では、紋税務、税務当局及び裁判所合含む利害関係者

(国内及び悶外)のそれぞれが独立企業関結泉について異なる見解を持ち得る

ため、①国内の納税務と税務当局間の税務調盗時の交渉、@図内及び外国税務

当局間の棺互協議の交渉、又は、@裁判所における訴訟といった多くの段階に

おいて識整が必裂となる。これらの段階における調整を滋じて、単一の独立企

業関錨絡が利努関係者荷で決定されることになる。特定かっ単一の算定方法を

明らか}こすることを要求する、ヒエラルq::.…又は最適方法Jiji郎の下では、算定

白方法の選択の抵触がいずれの段階でも燥大の争点のーっとなり、ぞれゆえ調整

に当たっての主要な障害となり得る。とりわけ、選択された移転価格算定方法

の相違は、一般に国内鶴税者に対して議接される所得金額に議大の影響を与え

るからである。一方、格議室守アプt1…チのrでは、これは争点にならず、各段

階における主主主な対立点は、国内総税符への配分所得額の多寡に収束され得る。

それゆえ、このアブロ}チは利答関係殺が調整に達することを容易にすること

ができるのである断。

83) E.よDuPontdeN，問 WUYS& Co.忽 United浅沼t部， 608 F.2d 445 (Ct. Cl. 1告79)at 455， affg， 

1978 U.S. ct. CI. 1ぶXlS694 (1978)において、裁判所は、 i有形資廷の会多豪語華僑絡について

の三つの符廷の言十務方法を一足離れて、五見多言約な食業関{連絡を決定する，翁i土、iE事産性の高

い経済学約な楽総~(ま絡んど実行していない。ここの話事選主主接的な分野には“broad brush"アプ

ローチが必要書?あり、このアプローチが本数判所の経験…とも巡合すると考えられる。」

と判示した。 f也の例としても see，Eli Lilly & Co‘仇 Co間関おioner84 T.C. 9宮6(1985)， partly 

denied， 856 F.2d 855 (7th Cir. Crt吟 1988);G.D. Searle & Co. v. Commissi，併ler，8喜子r.C.252

Q憾の;滋dBausch&よQmblnc. v. Commおsiot持久 921二C.525(198号}‘

84) 費用分鐙き護家I(JV.1.(2)(出〉参潔〉の文緩1:'1立、級事事約アプローチを養護護焚書草取引支払

(PCT payments)の絞僚に適fllすることもnT脅きかもしれないc 独立獄事lJ:七詩集絵、独立役務

鏑格比準法 (CUSPmetho心、買収価格築準法 (acquisitionprice me吐lOd)淡ぴ株式時価総

額基準法 (marketcapitalization method) (後二殺の方法は基盤貢献取~I被災払者 (PCT

Payee)の業務活動に対してなされる実質的に'会てのノンルーティン爽献が淡路貢献取引

でカバーされる場合にのみ適用される。 SeeTemp‘ Re必~ 1.482戸 行(gXS)(i)&(6)(;).)の全

てが、 f磁絡機長室分事?に関係する。他方、税金喜上主ま事ままに鍛えて奴益主主主事法〈註lCO拡le詰le設lOd)

は収益性分析に隊淡し、残善寺利益分認ま長i主主愛護支援立分析と繋合金きである。
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(3) 穏補的アブローチと OECDガイドラインとの関係

総補的アプローチについては、 OECDガイドラインとの関係も考慮に入れる

必要がある。注目すべきは、 OECDが2010年に改訂され、算定方法のヒエラ

ル正予ーを、最適方法原則と附様のルールである、次の f最適ユ'H去 (themost 

appropriate me白od)Jアブロ…チに置き換えたことである。

日移転傭格算定方法の〕選択プロセスは、次の点を~・感に入れるべきであ

るc郎ち、 OECDが承認する各葬定方法の長所と鐙所、関連取51の性質の観

点から考慮され、特に機能分析を通じて決定された算定方法の適切性、選択

怒れた算定方法及び/又は似の算定方法を適用するのに必要な信頼できる

(特に非関連の比較対象取引に関する)情報の利用可能性、立主ぴに、関連取

引と非関連取引の簡の建築なね迭を除去するために必婆となり得る比較可能

性調殺の信頼性を含めた、商取引関の比較可能性の程度?ある。J85l

加えて、 OECDガイドラインは、現確に次のように述べている。

f独立余業原則は、一廷の取引に 2以!~.の算定方訟を適用することは要求せ

ず、……実際に、そのようなアブローチへの過度の依頼は、納税務に重大な

負担をもたらすであろう。ぞれゆえ、 COECDガイドラインは〕税務調査官

にも納税者にも 2以上の第定方法の下での分析を行うことを婆求しない。」総)

織かに、上述した相補的アブロ}チは、三つの分析を陶芸寺に行うことを要求

することにより、税務調受震と総裁殺の双方の負担を大きく増加させる可能性

がある。しかし、このハードルは粂り越えられない程大きなものであると考え

るべきではない。何故なら、{部格構造、収益性及ぴ賀献度分析そのものは、通

常の経営管理においても一般的であり、その全てがOECDガイドラインに定

85) OECD Guidelines， supra note 30， at para， 2.2. 

86) Id. at para. 2.11. 
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められた比較可能性、機能及び禁獄度分析に桑務的にさ基づいているからであ

る。

3むこ、格論的アプローチi立、あり得べき対立点を緩和することを主として企

図しており、そのため三つの分析が完了した後に用いられる“broadbrush" 

アブロ…チ(前述したとおり)ずら許容し得るものである。したがって、各利

答関係者が価格構造、収主主性及ひ喰献度について粗い分析を概ね終えた段階に

到逮した後(郎ち、 f語格携造、収議後及び貢献度分析からそれぞれの結果を計

算する前〉に、科書演係者が独立企業関結果に関して妥協に渓するための交渉

を開始することも可能である。こうした柔軟な選択肢は、ぞれが適当である限

りにおいて認められるべきである。代答的に、納税率?の魚相会いくらか軽減す

るため、相補的アプロ}チによってカバーされるべき取引の金額や積類に制限

を設けることも可能で、あろう。

なお、現行規闘については、議過方法原則の廃止に加えて、利用可能な利益

分舗法のーっとして寄与度特設分割訟が特定されるように改訂すべきである。

特定の方法として寄与度利義分総法を採沼することについては、とりわけ、財

務翁鋭潟 91.6662 -6(dX2)及間的が、終調整ペナルティの適用上、 482条関連純

調擦のγで特定の方法が適用される場合と特定されない方法が適用される場合

とで笈終合設けていることや、Jl¥J献度分析という形態での寄与皮利益分割法を

認める OECDガイドラインが、現在では最適方法ルールを採用していること

を考長察すれば、それが必要であることは明らかである。

N.殺害警のための遺語的建言

1 警察後約アプローチの使用

(1) 所得相応性基準に関連する改第及び現行制度に関する議擦な側関

所得相応、性主主準は無形資産の議i際会i混じて失われた所得合回復するための強

力な手段として立案された。米閣議会は所得相応性基準の導入の趣旨について、

「国外関連合衆に対し資本に対する議獄として〔無形資産を〕議渡した場合に

は、譲渡殺は、その収益性 (productivity)を条件とする、支払ないし財産譲
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波を鑑定する合意に恭づいて受け取るべきであった金額を、国内源泉所得とし

て毎年認識することが求められるJ87) と説明した。問時に、議会は、所得相応

性恭準が無形資産の事後的な評価、即ち、後知葱…ーこれらは独立企業原則が

ルールとして厳しく禁じている を用いざるを得ないため、同基準が独立企

業原則に違反する可能性があることを懸念した。白警察はそうした議会の懸念に

応え、規則に定める場合会除き、納税者による毒事前約な収益の計画が事後約さま

収益によって覆され代怒され得るという調整メカニズムを導入することとし

た。定期的調整JV-ルの下では、無形資産が1年趨の期慌の契約の下で譲渡さ

れる場合に、各年における対舗は、ぞれがき当該無形資療に帰すべき所得と相応

ずるように調整されなければならないが、これにはいくつかの例外がある。即

ち、①無形資産が譲渡された年度に当該無形資援に対タる独立企業間対価が文

払われたか、若しくは、譲受章子が当該無形資産の使用のます錨としてロイヤルテ

ィを支払うこと、争関連主襲警答者が銭形資産の使F誌から実際iこ稼得した収益の合

計が、で子誤u可能であった見込収益の80%未満でも 120%超でもないこと、@

gた繋約な定期的対舗が緩初に3支払われる年度から開始する 5年間において適用

除外要件が満たされること (5年ルール)である倒。

所得相応性基準が独立食業IJR則に後知恵、の使用を導入したものであることは

明らかである。にもかかわらず、白書は、同基準が独企業原則と整合しない

というあり得る批判にますして、お独立会業原鄭は f所得配分のために関連当奪三

殺の利益を参照することを数除しているのではなし爽燦には、比較対象取引

に依存するという伝統的なアプロ…チを補うものとして、そのようなアプロー

チも包合している」紙、 @f非関連当事者は、譲渡された無形資産の収主主性の

淡化に適合するために何らかのメカニズムを A 般的に挺供していることや、一

般的に、尖際収益の結果は期待収益の結果の利用可能な賞受良の指様であること

総 工事絡む.S.C.CAN.4075， 4725. 

88) Treas丑eg.!i 1.482-4(fX2)(五). 

89) White Paper， sψra not悲喜， at 92. 
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からj鋭、定期的調援もまた独立企業原則と懇合的であると説明した。

図書と A速の改iE規則は、 if:愛知恵Jに設及することなく、所得相応性基準

及び定期的調整と独1L企業原則との整合性をiE当化した。しかし、そうした努

力にもかかわらず、この点については強い批判がある則。例えば、 Robert

Clarkは、「所得相応性議準に対する白替の務部の最も問題のある点は、銭形資

援に燥すべき所得の配分が一一過去の諜続年度において独立会桑原射に鄭って

いると忍われるロイヤルテイを見直し援さ換えることにより一一「遡及釣jで

あってもよいとする見解をとっていることである。J(強調は筆者)92)とする。

また、 YarivBraunerは、次のように論じている。

iC所得松応性基準〕は、勿論、独立余談探知からの重大な議殺であるととも

に、我がE裂の所得説税総皮の基礎にある f爽菰原磁の通常の遊F誌からの不皇

然な議離jである。それは、市場の価絡決定よりもむしろ(実際の)所得に

基づく移転価格の決定を要求し、移転価格税制においては容認できないもの

と公式に断じられた「後知恵」を容認するものである。J(強調は霊祭者)93) 

もし仮に、定期的湖慾が、予測将来収益と実際収益との淘の格差を参照する

ことによってではなく、単純に実際収設を参照することによって、滋去に譲渡

された無形資室長から投じる所得を諒整するために考案されたものであったとす

れば、そのような誠意義は、所得調整のために余な若手後的アプローチ、即ち後

知恵、を使用するものと解釈されたであろうか。害事えは明らかに然りである倒。

告。)Id. at 108. 

事1) Avi伊 Yon訟は、下院でさえも庁所得穏J;tt室主義請書j会堂j数fL企業家滋と f肉、立するとJe.

せかけることはしなかったjと務総するo Avi-Yo註ah，supra説。te14， at131. 

告2) Robert G. Clark， TI間関/詠 P対cing，Sectio多1482， and Internati開 alTax Confiict: Gett.幼g

Hm明 onizedIncome Allocatio匁 Me邸 uresj示。mMultinational CacoPhony， 42 AM. U. 1. REv. 

1155，1183 (1993). 

93) Brauner， supra note 7， at 100-01. See also， Andy Yood， API At1acks White Paper for 

Misguided Policy， Recordkeeping Requirem四 ts，and New Penalties， 89 TNI 11 -58 (1総事)禽
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ぞれゆえ財務省及び内問歳入庁は、そのような潜在的に望ましくない解釈を考

慮に入れて、「予見可能な見積りによる利議長及び費用軽減」を参照することに

よって、間基準が独立企業原郎と整合的になるように考案したのである。

しかしながら、議行のメカニズムの下においても、予測絞殺がその鶏待鐙を

下関ったことが笑際収授から明らかになる際払この文援における予減収益は

依然として調整に従わなければならない。もし、無形資産の使用の結呆として

の活気い収拾性を意図的にではなく予測できなかった納税者に対して、遡及的に

鎚期的調整を行う権放~内田歳入庁が寂していることに銭みれば、そのような

ケースマ後知恵、が使用されていないと誘うことは殆んどできないであろう。し

たがって、内冒歳入rTの定期的調整樹皮の下では、関連当事者の潜夜的収益予

測は独立企業原則とは統に殆んど無欝係であって、予測将来i民主義は戦純に実際

収主義に霞き換えられるべきである。

(2) 事後的アプロ…7-に関する新しい提案

(i) 挙後約アプロ~7-の明示的な俊民

所得相応性基準その他の築後的アプローチと、利主産比準法等の比較対象取引

をベースとする算定方法~'êìむ事前的アプロ…チとの違いはどこに存するので

あろうか。若干経済学的なブレーパーをもって楽現される、 f芸評続的(記xante)J 

か f害事後的 (extost) Jかという問題は、独立食業原員立の文採においてしばし

ば滋乱を招きがちである。しかしながら、ここでの問題は、事前的アブローチ

とは何か、そのアプロ…チが独立企業涼則とどのように関係するのか、そして

特定の算定方法やアプロ…チが事後的アプロ…チになるのかどうかである。

先ず、独立企業主主則の文脈での事前的アプロ}チは、二つの状況そ前提とし

ている。一つは比較可能なデータに基づく害事滋方法が適用される場合であり、

もう一つは独立企業局以授を決定するためにさ支援緊収益に代えて予減収益が用い

94) See， OECD Guidelines， sup叩 note30， Annex to Chapter VI (Examples to張lusiratethe 

Guidance on Intangible Property犯 dHighlyUnc削 ainValuation) ， EX.l. 
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られる場合である。

前者については、利益比準法のような市陶場ベースの3草地方法は必ず事前的ア

プローチになり、寄与度利益分割法のような非市場代…スの算定方法は事後的

アプロ}チに分類されると考えられている可能性があるお、銭。これは、業関

連当事者と関数又は類似の状認下で攻引が行われた袴;互に主きいて関連当事者が

稼得したであろう収益が、関逮さ当察手守の f恕待」収益に近いためにそう考えら

れているのかも知れない。しかし、独立企業原則は関連当寄王者会非関連さ当事者

とタックス・パリティに置くものであるから、関連当事者がどれ殺の収録を期

待したかは議裂ではなく、問題は、非関連当事者が笑護誌にどれだけの収益を稼

得したかである。

後考の状況については、予泌絞殺が移転価格自治のための蒸の所得であると

みなされる場合には、課整は全く不華客となるのであって、これこそが所得相応

性基準が導入される碁閣となった問題である。それゆえ、定期的調整は、独立

企業間対価へのアプロ}チについて、いかなる調整も許容されない「全くの事

前的アプローチjから「部分的に事前約で、部分的に事f表的であるアプローチj

への転換を鐙ったものである一一“実際絞殺を決定するために当初の予測からの

議離が生じ得る限りにおいて一一“問。

95) 利益分割i去のドにおいても、取引時点におけるある径の予測分総書g会そ思いることに

より、事前的アブローチを採用するよ二とは可能であるc OECD ガイドラインは、 f独立企

業が合意したであろう f予測J)民主長悲しくは災霊長収益のいずれか主主主張なものにさ毒づいて利

益の分室g~そ見後もるための多くのアプび…チが草子在する J (強瀦は緩殺〕と述べている。

Id. at 戸ra.2.118ーまた、同ガイドラインi立、 fもし喜善逮取引の移議長鋭機~絞主主するために取

引単位利幾分総泌が用いられる湯会〈務露首、約アプローチ)には、その会主主の存続期間と、

取引に先だって*1，まされるべき基準悲しくは自己分キ}を期待するのが命現的であろうjと

する。 Id.at para. 2. 117. 

96i もしそうでなく、ここの隠題が単純に内総データが外部データほど綾瀬的かどうかの隠

題であれば、上記日以2i似の議誌を参照きれたい。

97) 台警は、 f上主義究対委員耳記事!がない場合には、言葉雪景紋主主の給条i主、 必殺きさに、~!玉7当事者議室

書記言 i 湾立言語寺 iこ考長撃に入れたであろう英語後~主主まの給条の利用可書きな後長えの指撲である cJ と

するcWhite Paper， sutra note 8， at 95. 
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一方、現行制度が依拠する伝統的な移転価格理論は、比較可能なデ}タ及び

納税務の予測収拾に然づく算定方法安泰前的アプローチとして許容し、実際収

主去に基づく算定方法を事後的アプロ…チとして回避するが、これはそもそも会

計ル-}しないし謀説}v…}Vと整会的であると言えるであろうか。この点につい

て、会計ル}ルないし謀説ルールとして A 般に認められているのは、むしろ事

後約アプロ}チであるように思われる。例えば、過年度の財務報告書における

誤りを訂正する過年度調整は、会計原則上、義務的である側。移転儲絡の文

脈においては、そのような過年渓調獲が採用されない際仏納税者の誤りによ

って米国外へ移転した所符が戻されることは決してなし余計}v-ルにおいて、

遡及的に調整される政扱いとは異なっている苦針。

同様に、内閣歳入総306条において、課税回避可能性 Cbailoutpoten出りの

ある株主への優先株式配当 (305条例の下で非課税の配当〉は、 f306条適用株

式jというレッテルが貼られ、その後に306条適用株式の究部その他の議渡

〈株式償還を除く}が行われる場合に、実蕊した所得の金績は配当時(売却そ

の他の譲渡時ではなく)の価額について通常所得として課税される(即ち、キ

ャピタル・ゲインでなく配当として課税)。このように、課税及び会計双方の

ル…ルにおいては事後的アブローチが現在採用されていると言えようo

これとは対照的に、後知恵の使用が認会に事後的なアブローチで三うると主主殺

されると仮定すれば、利益分裂法は、国際課税のコミュニティにおいて一般に

禁じられている「後知恵jに基づくアブローチに該当すると考えられるかも知

れない。しかし、利主義分割法が後知王宮、に恭づくという現自で禁じられていると

いう説拠はない 100)。移転価格と恒久的施設事案の双方において広く用いられ

事8) BA喪主y1. EpSTElN et al.， GAAP 2010 100 -01 (J ohn Wiley & Sons‘Inc.20ω) .更に、偶者を

綴炎については、「もしも将来の出来事が、灘中n発生した最小限の綴5たが不十分であるこ

とを示すとすれば、 i駐車日的綴失は、この芸評災が知られる年度において多査役させるべきであ

るc この発生iま兄君棄の変更であって、過年隊員荷主きではない。jとされる。 Id.at733. 

99) *言安調整は主幹隊長語審tJレールにおいては議室及告さに逃尽されなければならないが、総の綴

では将来における言講義さが湾総~湯合もある。
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てきた利益分割法が、多くの閣において共通約に認識されている課税ルールで

あることは明らかである。

このように、所得総税は、事前的か事後的アプローチかの区別如何にかかわ

りなく、取引時点において稼得されるであろう収益(より正確に比稼得され

るべきと予測される)収援ではなく、取引から稼得された実際の絞殺に議され、

また課されるべきものである後九

受に、事前的アプロ…チと事後約アプロ…1-は次のように定義し磁す必要が

あるかも知れない。即ち、事前的アプローチの下では、納税者は課税申告警の

提出時点より前に生ずるデータに基づく課税に従う一方、事後的アプロ}チの

下では、納税者は課税取告書の提出時点以降に生ずるデータに主主づく謎税に従

うものとする。この主主義に従えば、比較可能な念業に基づく雰定方法や利主義分

議j法はー絞的に事前約アブローチになるが、所得格応性基準は、依然、事後約

アプローチ、部ち後知怒と肉等のものに分類される。

選手後的アプローチ私災際収益を参照する課税Jレールとする伝統的な定義で

あれ、納税者の納税申告守護手提出時点後に生ずるデ…タを参照する課税Jレ…ルと

する新しい定義であれ、所得相応性基準は事後約アプローチに廃するであろう。

しかし、事前的アブロ…チか事後的アブロ}チかの!R別主n1可にかかわらず、所

得総応性基準は、実際収益ペースのル-}レが…般的な会計ル-}しであると何時

100) OECDガイドラインは、 f取引単佼利益分割放の五費用は、納税者が合理的に予測できな

ったという状況に焦点を3当てることによって、納税務にペナルティ又は報告設を与・えること

になり得る。 i司様の状況における独立企業は予測に依存し得ただけであって、災農芸の絞殺

の結果を知与得なかったのであるから、そのような巡.ffllま数立企業原郊にぷずるであろ

う。jとしている。 OECDGuidelines， su，長ranote 30，総評議ra.2.128.

101) Brn珪nerl主、でfillOlこ後手芸して行われる、書ま荒重宝雪渓の務f議のためのインカム・アブローチ

の後;苦の欠点を5室長題している。それは、「インカム・アブローチは、通常、幾3撃にもなるc

予測…収益とその代刻、使よ認可能期間、割引(利子)単一ーを含んでおり、したがって

f幾致にもなる不確災性jが合成されているo ぞれゆえ、ぞれは『本質的に主鎖的jであ

り、見積りの正機性に非常に敏感である(即ち、浴衣約に「非常に不正磯jで幾分 f変わ

りやすい (capricio祖s)1) J (主主演は祭者)J点にあるとする。 Brauner，supra note 7， at 11宮

(emphasis adde母).
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う栓;灘署事燦{議絡税制jの検討と

に多くの課税f'v-)しであるという点、において、政当化が可能であるo3誌のとこ

ろ、現行の定期的調数制度及ぴそれに対ずる議論が次の前提に基づいているこ

との方がより大きな問織であると思われる。良fJち、取引時点において知られて

いる事実と状況の下での関連当事者の予測収殺が、関連予当事者と悶種又は類似

の状況下で非関連当者務滋によって実際に稼得される~支援を近似するという点で

ある。

いずれの定義の下でも、挙後的アプローチi立、独立余業原則と非整合的など

では決してなく、実際、多くの現存する課税ルールとも整合的である。したが

って、所得相応性基準及び定期的調整は独立食業原則と数合的であるべきであ

る。そろそろ事後的アプローチが用いられるべゑマないという発想を変える時

期に来ているのではなかろうか 102)。更に、予測~又援が実際収益を近似するこ

とが決してないとすれば、現行の定期的調整縦波はそ子減収益を実際収援に緩急

換えるように改富されるべきで、あり、したがって、無形資産に帰すべき所得は、

きた際収益のみにより、かっ、それ故、更正期間総燥の範間内で(即ち、 5年Jレ

-Jレは不要となる〉滋及的に誠殺されるべきである。

ところで、多くの批判そ受けている、定期的調殺の適用における現行の不公

平も再考されるべきである。例えば、 2008年筆者用分担契約暫定規則(後述)

に対する強い批判の&つは、基盤貢献取引支払〈向tfonncontribution transac鶴

谷間 (PCf)payr臨終土器:後述}への定期的弱獲の適用における不公平に焦点、が当

てられる。 KeithR儲 m器etallま次のように主張する。

102)数回は、近時、ある畿の見rrq.皐相応性基準を導入する告書2の闘となったが、導入の闘的は、

「毒事業再編 (busin師 srestnlcturing) Jのケースで生じているドイツの課税ベースの減少に

対抗することにあったc者許多軽減績においては、主要形望者重量のみならずワスク及び機能……喜善

巡挙業者爵の所得夜分香子主主主主する蒸礎となるーーが銭関へ毒事豪語されることとなる。 See

Heinz-Kl釦sKroppen et al.， Germany's DrajをLa盟締 B￥sines君主'ostructurings，15TAX M制 T.

τ次必IS.PRICI詩G京葉P‘841(2007).毛葬祭事手華麗に係る移転長話機関穏については、 See，O怠CD

G現idelines，sゆranote 30， Chapter双;and OECD， Tr住民sferPrici昭 Aspectsof Business 

Eミes加 lC担lringS:Discu関 io抗助成forPublic Comment (Sept 19， 2008) . 
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総裁{絞守}

fインベスター・モデルi土、外部震献に係る基盤禁獄取引が、貢献持の事前

ペースで、その時点において参加者に利用可能な会ての関連情報に基づいて

決定されることを主要求する。独戎企業関取引は、情報告?存ずる当事者の事前

の期待に基づいて常に決定されるという規則楽における仮定にもかかわら

子、鋭則案は、現行Jレ…Jレと整合的に、内国歳入JTが、ある状況においては、

さなでの外部貢献を事後ベ…スで涛喜子値すること、及び、所得相応、性基準を潟

いて落盤貢献取引支払に対して定期的誘整を行うことを許容している。JH13) 

終報の非対称性の問題が存夜するという内国歳入庁の主張は理解可能で説得

的ではあるが、内国歳入庁が所得相応性基準に関する従前のポジションを再検

討し 104)、納税者の便宜のためにも事後的アプロ}チの適用を始める時期が来

ている。

同 事後的アプローチの覧なる活用

総絞殺が取引そのものの終点マ取引の収益性を合怒的にそ子滅できない場合に

は、議事後的アブローチは予言に独立食業関価格を決定するための効果的かつ説得

的な方法となる。したがって、事後約アプローチは、無形資霊長取引に使用され

るべきであるのみならず、予測できない収益性の存する取引金てにおいても採

用されるべきである一一そうした取引の追跡が必ずしも容易ではないとして

も。

挙後約アブローチを適用できる潜夜的候補の一つは、負担していると申し立

てられているリスクが真正かどうかの検証である。リスク配分は、関連当事者

間取引において所得操作の話的で利用され得る。 1994年賞受終規則は、リスク

配分が取引の経済的実費と幾合的である限りにおいて、納税務の契約条項で特

103) Keith Reams et al.. Proposed U.S. Cost 】 SharIngRegulations: A何 Theya Realistic 

Alternative. 40 TAX 1ぬ花51詩T'L269 (2∞5) at 279費用分担契約に縁る意義賊主義については、

See 70Fぶ 51116(2005). 

104) See 1賂 .Taxp昌:yerUse of Section 482畠ndthe Commensurate Wi1級以comeSta視点1・d.IRS 

Memor富ndumAM -2007・007(M叡-ch23， 2007). 
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米E総理事議長総務後継iの検討と若干の提言

定され、主主しくは合意されているリスク配分を&毅的にはさ事棄するという立場

をとったよで、経済的築費を検討する際には、次の考葬祭を瀦霊祭するとする 105)。

蔀ち、関連納税務がリスク負担の結果として生ずることが予期される援失に資

金を出す財政的総カをと有しているかどうか、関連取引の他方当事者が最終的に

当該損失の結果、損害予を被るかどうか、また、各関巡納税二授が、所得金額や実

現損失に直接彩轡する業務活動に対して経営上又は漣営上の制御棒をどれだけ

広範に行使するかである 106)。

表面的には、リスクは契約によって容易に移転可能守護うるため、契約条項と

経済的実鷲との整合性のチェックは非常に重要でゐる。しかし、これは、潜在

的リスクが損失として爽現しリスクを負う当事者が実際にこれを負担するまで

は、必ずしも容易な社撃ではなしそれゆえ、事後約アブ1:1-チはこの分析を

容易にするであろう。こうしたケースにおいては、利議分割法又は定期的調整

の使用は、更lEの期間制限ないしf也の適当な期間制限の下で、事後的アプロー

チの適用上有益な手段となり得る。

事後的アプロ}チのi邸周のもう一つの潜在的候補は、将来年度の取引から生

ずる収益に貢献し続けるであろう高付加価値役務のケ…スである。高付加f画値

役務が重要な収益安全む可能性を有している場合には、議談役務から生じ又は

生乙るべき収主義は、移転価格目的における当該役務の綴銭安志右する。事後約

アプロ}チは、問機に適当な鶏認制緩の下で、そのような書籍付加錨億役務によ

って生乙た収益の検証を容易にするであろう。

総 事後約アブロ…チの費用分担契約への拡張

2008年費用分強契約智主主規則 107)は、費用分担契約への参加によって、低税

率の法域の子会社に重要な (crownjeweI) J無形資滋合議渡したと仮装する

納税者の試みへの懸念から生ずる様々なループホールそ幾ぐのが目的であっ

105) SeeTre昌S.波宮芯!i1ι82 l(dX3)G訟)(Bl.

106) 1るid.

107) 74 F.R. 340， T.D. 9441 (20号事).
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議詰鋭 (綴"I')

た10銭。豪雪幾尉はまた、 f費用分担がセ}ブ・ハーパーであるという誤解を明示

的に払拭するJlむ970新規則は、以前から存衣する無形資産のみならず、経験の

ある研究開発チームを含む、資源、能力及び権利をもカパ…する基盤貢献取引

支払(従前のパイ・イン支払)に然点をあて、インペスグ i…・モデル及び「現

実的代務Jの概念をベースとした収後器禁法等の新しい移転儲格算定方法を設

け、所得税!応性基準を基盤貢獄取引支払にまで拡張した。財務今言及び内国歳入

庁がこのようにして 2005年に議初に綾案された議論の多い)V~ールを嘗尾よく

遣したことは‘注践に鐙する。 2ま機業獄耳文芸!支払を算定するためのこれらの新し

い概念やまif.定方法は、移転倒絡の緩史において画期的であると問時に、所得相

応性基準、利主主比準法及びレンジの概念にとっても重要であると考えられる。

基盤策献取引支払に関しては、費用分担契約規則はatにー郊において事後的

アブロ…チをど採用している。即ち、碁量産禁献収引支払を行った関連当持者の収

援護lj合笑綴鐙 Cactuallyexperienced retum r語。〉 部私収益金体の蕊在価

値を投変の滋袋綴イ直で除したもの…ーが、特定のレンジ(通常は、 0.667以上

1.5以下)から外れる場合には、基盤震献淑引支払に対する定期約調整が行わ

れ得る 11合)。他方、納税者の期待使凝割合 (reasonablyanticipated benefits 

share) 合算定するための計画 (pr吋ections)が実際の調整後使主主割合 (adjust-

ed ben州tshare) と議離する場合には、調整後便益談合と計闘使益割合 (pro-

jected bene:fit share) の差が20%以下である場合を除き、銭形交議機発費用の

蒋配分がなされるであろう1l1)。

108) See 2002 WTD 111-33 (U.S. Treasury Official's Testimony at W&M Hearing on 

Corporate Inversions). Martin A Sullivan は、 EcollomicAlIalysis: Proposed IRS Rules Would 

Close Cost剛 Skat'IlIgLooPkole， 2005 TNてr172-4 (2005) において、「主!lJIU~長がEE3農民議会

及ぴホワイトハウスの厳しい審登を粂ち切ることができれば、防護善寺きにとって費支資金まわレ

の新しい税収が期待できる」とする。

10骨)70 F.R. 51116， 51128 (2005). 

11号)Temp.Reg.喜1.482-7TO)(6)0) thro註gh(m). 

111) Temp. Reg. S 1.482 -7T(i) (2)(五).
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しかし、繁用分担契約の文脈においては、葉幾業献取引支払と潟様に、無形

資産務発費用ふ災燦i反益を参照して滋及的に瀦議されるべきである一ーもっ

とも、調殺をど行うかs'かの一定の関値(上述の義援貢献取引支払と同様な)は

必要かも知れないが。

2 ペナルティ

(1 )事後的アブローチとペナルティの免除

しかし、以上の議論にもかかわらず、長年にわたり後先1葱の使用が禁止され

ている壊さえを激絞に主義筏することはできない。 OECDガイドラインはその後浴

に対して繰り返し警鐘を鳴らしている。例えば、次のような記述がある。

-取引がされた年度に続く年度から得られたデ…タは移転価格の分析にも関速

するかも知れないが、税務当局はf愛知治;の使よ目安避けるよう注意を払わなけ

ればならない 112)。

-取引主戦佼利益分割法の適用は、納税者が合渡的に予測できなったという状況

に焦点を当てることによって、納税者にペナルティ又は報穫を与えることに

なり得る。問機の状況における独立会業は守主総に依存し得ただけであり、

際の収援の総系を知り得なかったのであるから、そのような適用は獄窓会議

添郊に反するであろう 113)。

-取引隊f立科町議分総法の適用は、後知恵、の使用会避けるため、取引が開始され

た時点において関連合業に知られた、若し〈は合現的に予測可能な情報に議

づいて行われるよう、殺意が払われる必要があろう 114;。

米隙連邦裁判所も後知恵、の使用を禁じているように患われる。倹jえば、

112) OECD Guidelines， supra琵ote30， atpara. 3.74. 

113) Id.atp.晶r弘之128.

114) Id. at para. 2.130. 
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詰議官立 (ままマ〉

B昌弘喜ch& 1.0mb警察案において、稼税法判所は、 f独立企業衝の性質幸子有する合

意;立、合滋時点において存夜する のみを参照して決定されるJと判示し

た115)G

独立金業主ま測ないし多くの一般的な課税ル…ルの下で課税所得を正確に決定

するためには、事後的アプローチの使用が不可欠であるとしても、淑iJl時点に

おいて知られていない将来の事実を予測しなかったことで納説殺にペナルテイ

幸子与える場合には、そのような攻扱いは逃散な結果をもたらす可能性がある。

この問題に対する最良の解決策は、そのようなケ}スにおいて如何なるペナル

ティも科さないことによって、意図せざる、若しくは不可避の誤りを劉しない

ことである。

自宅撃は、これとは対照的に、所得相応性器準からの実質的な諮離合抑止する

ために適当な方法としての、取引に特化したペナルティ、並びに、文章容化に関

連したペナルティにも強い関心を示した 116)。そのため、 1990年から 1993年に

かけての法令改正の後、情報申告義務及び文奪イ己規射のためのペナルティと併

せて、災紫的2えぴ過大評f述誤謬に対するjH震性関連ペナルティが科されること

となった 117)。

現行制度の下においても、過少納税に対する正確性関連ペナルティ(災質的

及び過大務総誤謬に対するものだけでなく、所得税の実質的過少申告に対寸る

115) B，即日ch& Lomb， Inc. v. Commissioner， supra note 83， at 601. 

116) See White Paper， supra note 8， at 26.当時は、 f貌税の多喜質約過少申告について締61条に

より科されるペナルティが適用され得る一定、これまで内陸歳入庁は 482~長幾畿を行うの

に重量逮してペナルティを科すことは極めてまれであった。jとされる。 Id.at25. 

117)，渓夜、級車各又は鐙奇襲走者亙当額よち 200%以上 (50%以下〉であるさ長会(詩文芸jペ…ス)、

主主主1'1こ、約言講義主義室が58万ドルと総受取書震の10%のいずれか少ない方を越える場合(純調

整事実ペース}には、災質的評価誤謬ペナlレディ (subs初日長alvaluation misstatement penal-

ty; 20%ペナルティ)が科される。価格又iまイ岡イ磁がIE~当額より 400%以上 (25%以降下)であ

る場合(取引ベース)、並びに、純調整額が20百万ドルと総受取額の20%のいずれか少な

い方を趨える場合(純調整額ベース)には、潟大隊創誤謬ペナルティ (grossvalu説。時

misstatement penalty; 40 %ペナルティ)が科される。I.R.C.~ 6662 (e) and (h)‘See aおo総S，

supra note 8， at 2 -4. See g，討結ral(旨Levey& Wrappe， supm note 41， at 211 -23肇
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ものを含む。〉の一様は、特定の要件を満たす場合には免除され得るもの

の118)、意図せざる、殺しくは不可避の誤りの場合には、取引時点において知

られていた挙笑と状況の下で納税者の笑綴が分現的であったことの証明といっ

た適切な手続の下で、いかなる正確性関連ペナルティも免除されるようにする

ことが必要であろう。

(2) ペナルティ免除の更なる活用

上記の提案は、ペナルテイ免除の使用を拡張する可能性にもつながる。 482

条の目的で所得を決定する際に、より一般的に正機性関連ペナルティを免除す

る選択肢を採用することが可能であるかも知れない。

米国と名目的な税総より多い税率の米国以外の殴との隠で関連当事者間取引

を行う紡税者が、間i裂において総計ベースで総所得金額の全額を申告しかっ笑

擦に絞税した場合一…とりわけ税率が同じであった場合〈例iえば、米磁と日本

など)ーーにおいて、五授業関取引に関連する所得部分が誤って日本源泉所符'''Z''

あるとして申告され、ぞれゆえ、内国歳入庁がま当談所得を米国納税者に配分し

たものの、移転価格課税から生じる二重課税が相笈協議を通じて解決され符J.，

場合には、そのようなケ…スでの納税者に正機性関連ペナルティを科すのは余

りに識ではないかと息われる。移転価格税制の性紫を考慮すれば、そのような

ペナルテイは紋税者コンブライアシスに逆効系となり得る。むしろ、-~誌のケ

ぃスにおいて納税務のペナルティを免除することは、長い自で見れば、移転倒

務規則への納税者コンブライアンスの向上に賞献し得る。

もとより、移転価格の勢定誤りのケ}スにおいでさえ、ペナルティを免除す

118)例えば、総議事告書翼ベ…スの実質的及'(f遜大善事総務謬ペナルティの速湾における総意義唱と

?持たすかどうかの約護者に燃して、文香fと要件毒事会まj議たされる主義会には、それに係;f，総幾重重

義棄は除外される。1.R. C.警6662(εland{hl.それゆえ、ペナルティの適用件数i主主手関10t，，:い

し30件程度であった。 8eeMoUy Moses， Penalties: Tr，制約rPri的tgPenalties Attroved 80 

Far訟 2006Outnumber Those jトomPrior Years， 15 TAX MGMT. TRANS. PRlCING REp. 204 

(2006) 
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論説(飯守)

ることは、過少納税に対する正確性関渓ペナルティの続的が、雨屈の合禁ベー

スで、はなく、総税者自身の国における過少支払いを紡iえすることであることを

務まえれば、深い考慮なくしては行い得ない。したがって、例えば、次の要件

が税務当局によって篠認される場合に限り、立総'性関連ペナルティを免除する

ことが適当であるかも知れない。即ち、①納税務が、提出された租税申告審を

通じて、問題となっている移転価格所得を、自悶又は(関連E当事者の)松手溺

のいずれかに対して、両国に支払うべき税額の金額命取脅し、かつ納税したこ

と、@紋説諮問によって支払われた税額の全綴が、内閣議入庁が支払われるべき

と信じる税畿の総選議の、一定の合理的な襲議後の範関内であること、さ激税務が

租税を民避する主主関を省していたという証拠がないこと、 2えび岳二重課税が綴

互協議により将来的に排除され得ることである。

一国におけるペナルテイの免除は、相手間における課税所得の過少申告のイ

ンセンテイブ令納税務に与える可能性が高いため、関際的なコンセンサスと協

力が不可欠で、かっ、そのような法制の基本的な前捻となるであろう。

3 セットオフ

ミクロ経済学態論に基稜を置く利益比率法i立、特定の取引でなく全体科会主を

基礎として校長毒性分析を提供するものであるため、〈検託対象当事者でなく比

較対象企業の〉企業滋殺で利益比準法を適用することが望ましいと考えられ

る。

同様に、食業時t{'立アブローチを考える際には、--tツトオフの問題も考慮され

るべきである。これまでの議論では、不適切な移転価格を通じて課税ベースの

他国への流出が生ずる関連取引が念頭に蜜かれて冬た。反対に、考産されてこ

なかったのは、他潟からの流入を通じて、課税ペースが増加する取引である。

しかし、企業主幹佼アブローチの下では、後者〈流入攻芸誌は前者〈流出取引〉

と併せて考殺されるべきである。

この程の fセット泳フjメカニズムは、 1968年規郎が制定されて以来用い

られている 119)。現行規則では、税務署長は、訟の要件(セットオフに関連
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する誘導突の納税者による絞明、文書化及び巡匁)が満たされる場合にはセット

オフ告と考慮することとなる拙〉。熔ち、セットオブに関係する現行制度の下で

は、-1:ットオフの証明を行う魚控は納税者に負わ怒れており、内箇歳入ITにと

っては義務的なものではない。このような制度が採られている理由の一つは、

外関税務当局が自国の流出取引(即ち、内国歳入ITにとっての流入取り[)に係

る所得を規制するであろうと、内密歳入庁が一般的に仮定しているためである

と考えられる。しかし、極端な場合には、非義務的なセットオフの制度は、納

税者に不公正な取扱いであるとの批判に結び付く可能a肢があり、ぞれゆえ、内

閣歳入庁は、一定の状況においてはセットオフをせちゃるを得ないかも知れない。

したがって、納税者の使会長と内閣歳入庁の行政負担とのパランスを考慮しつつ

セットオフのメカニズム iを降検討する必要がある。

こうした観点、から一定の技締約問題を取りょげる。米露裁会社 (USCo)が

多くの外因子会社を有し、グル…プ全体として総務鎮の異なる製品 (Plない

しPl0)の製造販売を世界的支え模で行っているとする。また、 X悶における外

国子会社 (XSub)は引ないしmの製品の販売を行い、他方、 Y国の外国子会

社 (YSub) はPLP2及び刊の販売を行っているとする。さらに、 Pl及び陀

に係る USCoとXSub濁及びUSCoとYSub腐の関連取引は流出取引である一

方、 Pぢ及びP4~こ係る USCo と XSub 関及び'USCo と YSub 隠の関連取引は流入

取引であるとする。このような状況の下で、内閣歳入庁は、 PlないしP4につ

いてのみ税務調査を行い、流出取引に関連して移転価格調整を行う可能性があ

る一方、流入取引に関して所得の調整を行うことは義務づけられていない。し

かし、このような現行制度にもかかわらず、たとえUSCo自身がセット:tフ告と

中翁しなくとも、内患歳入庁I;}:，USCむのおめ及びYSめとの関〈単体べ…ス)

のPl及びP2に係る所得の調慾綴の決定を行う場合には、p3及び、P4取引に対

しでも-1:ツトオフを適用すべきである。こうした取扱いにより、内閣歳入庁が

119) See!} 1.482叩l{dXS)inthe 1宮68reg臼la誼ons.

120) See Trea払 Reg.!} 1.482 -l(草X4)(i)& (証上
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(またUSCoも)、 XSub及びYSubとの取引に関する限りにおいて、 USCoの全

体利益を確定することが可能になるであろう。

しかし、到ないしねに関するXSub及びYSubとの液51以外のUSCoの関連

事者認取引は遂行ゅの諌査の対象ではなく、セットオフのメカニズムから除

外されるべきである一一このことはじSCoの全体利益治噛定され得ないことを

滋味するものであるが、セットオフのメカニズムの範閣から調査の対象でない

そのような取引を除外することは、内f@歳入庁の観点から公平かつ合務約であ

ると考えられるためである。要するに、所得iこ対する溺猿綴を決定する場合に

は、義務的な々ットオフが、進行ゅの調査の対象である会ての関連当事者間取

引をカバーするようにすべきである。

ところで、 1993年瞥定規則は、問題となっている関逮納税者の…っと第三

の関連納税者との隠の考文芸iから生ずるセットオフを詩、めた 121)。上記のうr…ス

で言えば、 USCoの米留子会社 (USSub)がXSubとPlの流入取引を行ってい

る場合に、むSSubの流入取引と流出取引とのセットオフが認められることに

なる。しかし、 1994年最終規則序文によれば、「租税条約相手国との協議にお

いて、この問題についての受入可能なコン々ンサスに到迷することは不可能で

あることが判現したため、そのようなル…JVは最終滋郊には含まれなかったj

とされている 12230 コンセンサスに迷しなかった怒自は明らかではないが、 X

悶の税務当局がXSubとUSSubとの閥の取引を自身で調資することを菜み、ぞ

れゆえXSubとUSSubとの間の取引に係るセットオフに関連する相互協議令受

け入れないと想像することも可能である。

義務的セットオフの利潟について、二つの追加的な挙墳について言及してお

く。第1に、要請に応じて必要な記録や情報を提供しないような非協力的な納

税務にはセットオツを認めるべきではないであろう。然2に、このアプロ…T

を災行可能かつ公平で…般的なものとするためには、非条約締結国とのコンセ

121) See. Temp.波.eg.詰1.482-1T{eXsXi). 

122) 59 Fed. Reg. 34971， 34981“ 
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ンサスを含めた額際的なコンセンサスが必要であろう 123)。間際的なコンセン

サスの必要性は、定式配分の欠点の一つでもあったが、この場合のコンセンサ

スが、両閣のイ受賞となるべきセットオフのみの使用であるため、その到達はよ

り容易であるように忠われる。受に、!非条約締結国とは相互協議が利用できな

いため、セットオフの利用について、国迭のような代替きさなフォーラムにおい

て認議されるようにすべきである。

V.おわりに

移転価格は本米的に議論の多い問題マあり、納税者、圏内及び外国の税務当

局、法律事務所、余計事務所及び裁判所を含め、全ての利努関係者を満足させ

るような独3ままな業開価格の演題についての一義的な答は姦主主しない。むしろ、

各利害関係者は、爽なる一ーしかもしばしば利己的な一一答を持つ傾向がある。

したがって、そのような議論を軽減することが、結局のところ、納税者の独立

企業原則へのコンブライアンスに資することになり、移転倒格税制のより円滑

な執行を容易にする重要な鍵である。裁判所は、妥協の余地を残すアプローチ

が必要であったために、かつて利益分綴設を返照したが、他方で、定式配分等

の代替手段の後進者は、そのような議論を完全にお乙込めることに焦点を当て

ている一一一これらのアプロ}チは、ヌド織において提案したアブローチとは異な

るが、このような文脈において理解が可能である。

この点を考織すれば、利用可能な他の選択肢の中でも、移転価格算定方法は、

各利害関係者に譲歩する余地が与えられ彼らが妥協案に満足できるように改訂

されるべきである。相補的アプロ}チは妥協への扉を開くそのような手段の一

つである。この7プロ}チは、いかなるタイプの取引、ビジネスモデルないし

は税制一一時払グロ)パJv・デイリ…ング、事業再編、及び、移転価格ルー

ルの恒久的施設への適用 1料などで、その会てがますます複雑化し高度化して

123) OECDガイド汐インは、意図的t，，:セヅトオブにのみ言及している。 SeeOECD 

Guidelines， supra note 30 at，戸ras.3.13' 3.17. 
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いる一ーの分析も容易にするであろう。

移転価格税制の執行会縫近始めたか、検めつつある開発途上閣が、普及して

いる利益比準法を胤いて比較的単純な調整を行う河能性があり、このことがよ

り多くの国の間での移転価格課税競争の増加を招来するかも知れないことに強

い関心が持たれている。価機構造、収益性まび業献度分析に対する包括的なア

ブローチの採用、並びに、開発途上患を含めた滋際的な移転価格コミュニティ

への拡大を密ることは、そのような逆方向の流れに対して抑止的な効糸をともつ

であろう。

議後に、本稿において擬脅したアプロ…チは、 OECDガイドライン及ぴi!t界

中の多くの政府が採用する移転価格税制と反対のJL場をとるように見えるが、

移転価格税制における多くの禁忌を殺和することは今や不可欠となっている。

基本的なテーマ、滞ち、t:.ぶラルキーや最適方法滋郎、企業単位アプローチの

使J.号、事後的アブローで予の使J.号、ペナルティ免除の俊足及びセットオフについ

ての広範な議論が期待される。米国はこれまでこれらの禁忌にチャレンジずる

とで使益を得てきている。本稿は、移転価格の俊史から得た教司1]にJ毒づいて、

ぞれと阿じ方向に更に滋むことを試みたものに過ぎない。

'ー

124) JlPち、 AOA(A註thorizedOECD Appro珪ch)である。 See，OECD. Report on the 

Attribu語onof Profit草toPermane:以 Establi自民ntsOuly 17， 2008)，領久的施設に療廃ずる

資本{ぞれゆえ完何事〉の雲李総に~たり、銀行監皆目的のために関発された自己資本規制j

{いわゆる BIS規制}で採期されている複雑かつ高度な概念や技術が主に採用されているo

See supra note 59. 
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